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第４回第２次つくば市農業基本計画策定懇話会 議事録 
 
日時 令和２年 ８月 27 日（木） 18：00～20：05 
 
場所 つくば市役所 コミュニティ棟 会議室１ 
 
出席者 
＜委員＞（順不同・敬称略） 
 納口 るり子 筑波大学生命環境系国際地縁技術開発科学専攻 
 小久保 貴史 つくば市議会議員 
 髙谷 榮司  つくば市農業委員会会長 
中島 俊光  つくば市谷田部農業協同組合代表理事組合長 

 石田 真也  農業経営士 
小辻 孝輔  青年農業士 
矢島 めぐみ 茨城県県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター長 
伊藤 文弥  市民委員 
川上 和浩  市民委員 
鈴木 聡   市民委員 

 
＜事務局＞ 
毛塚副市長、経済部部長、経済部次長、農業政策課長、農業政策課長補佐、 
農業政策係長、営農推進係長、農地係長、農業政策係職員（２名） 
（株）農業経営研究所 中川、佐藤 
 
＜欠席者＞ 
岡本 秀男  つくば市農業協同組合代表理事組合長 
吉葉 由子  女性農業士 
今村 ことよ Bee’s Kees Vinyards 

 
 

＜傍聴者＞ 

０名 

 

 

※委員発言要旨中の丸数字については、資料３ 事前意見書（まとめ）を参照 
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第 4 回つくば市農業基本計画策定懇話会 委員発言要旨 

 

18：00～ 

 

事務局 

18：06 

納口座長 

 

18：09～ 

事務局 

 

 

納口座長 

 

 

 

矢島委員 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小久保副座長 

 

納口座長 

 

＜副市長挨拶＞ 

 

＜人事異動による交代の委員の紹介＞ 

 

資料 2 の（1）「目指すべき方向及び基本方針」について事務局から質

問・対応までご説明をお願いします。 

 

資料 1 と資料 3 より説明 

（皆さんからいただいた意見に沿って説明） 

 

それぞれの意見をいただいた方に確認を取っていこうと思いますが。 

① 「日本有数の農業環境･･･」は、普及センター長からいただいたので

すが、いかがでしょうか 

 

資料を読めば分かるということであれば大丈夫です。 

 

② は言葉の問題なので、それでいいと思いますが、 

③ 「つくばの農業を大切に守り」は、こちらは吉葉さんからいただい

た意見ですが、説明以外に何か意見はございますか？ 

④ 「多様な力がつながり･･･」は、やや分かりにくいということでした

が。 

目指すべき方向の一番大事なところですので、いただいた説明に付け加

える忌憚のないご意見をいただければと思います。 

目指すべき姿を 

『多様な力がつながり実現する持続可能な農業』としていますが、基本

計画の中で補足説明が必要じゃないかというようなこともご意見をいただ

けたらと思います。 

 

おおよそイメージしているものは伝わっていると思います。 

 

事務局から説明があったことは、すでにどこかで書いてあるからここで

敢えて書いてないのか、付け加えることもできるのかどちらでしょうか？ 
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事務局 

（猪係長） 

 

納口座長 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（猪係長） 

 

納口座長 

 

基本的には課題との特徴との第２章前段の部分（第１章）で書かせてい

ただいている内容だと思います。 

 

第１章で書いてある内容ということですね。 

 

『多様な力』というのがどういう力なのかとイメージしづらい部分もあ

るなと思います。 

目指すべき姿ということなので、同じ絵をみんなが思い浮かぶようなこ

とが大事だと思うのですけれども。 

スローガン的部分もあるので、そんなに長く説明できないですし、ただち

ゃんと読めばみんなが同じイメージがもてるようなものになるといいと思

います。同じイメージが持てて、イメージに対して基本方針 1.2.3.4 がど

うやって繋がっていくのか、分かりやすいといいのかなと思いました。 

 

基本方針と繋げてみると、（1）「ひとの確保・育成」のところだと、いろ

んな農業者がいていろんな協力関係･ネットワークを結んでというところ

書いてありますし、（2）「農地や環境の保全・有効活用」のところですと、

人が住む環境と農地というのは、つくば市の中で見ると同居している、環境

に配慮した農業なのだというところに繋がっているのかなと思うし、（3）

「特徴ある地域農業の確立」のところは、まさに新住民がいるというような

ところ、あるいは従来型の生産だけをしている農家だけではなくて６次産

業など新しい試みをするような人もいるんだよという、そして（4）「スマー

ト農業の推進」のところでは試験研究機関などがあるというところに繋が

っているのかなと思いますので、事務局はしっかり考えて柱を考えている

と思いますので。 

1 章にあるからということだけじゃなくて、「目指すべき方向」の最後の

ところと『多様な力がつながり実現する持続可能な農業』のところを繋ぐよ

うなキーワードを入れておいたほうが基本方針に繋がるかなと感じがしま

す。 

その方が言いたい事が伝わるのではないかと･･･どうですかね？ 

 

①目指すべき姿と基本方針を繋ぐようないいキーワードがあるものを検

討して、反映します。 

 

繋がっていると思うので、もう少し、明示的に少しだけ言葉を足していた
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川上委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（垣内課長） 

 

 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

事務局 

（猪係長） 

 

18：28～ 

納口座長 

 

 

事務局 

（猪係長） 

納口座長 

 

 

 

 

 

 

石田委員 

だくといいかなと思います。 

たぶんこの質問を出したのは私だと思うのですけど、最初の説明で理解

できましたし、前後の内容を踏まえるとスローガンの意味というのが見え

てくると思うので、ただ あくまでも目的としては、持続可能な農業をする

ための方法として力が繋がるということを示していると思うので、第１章

を含めて、基本方針を含めて、つくば市としての独自性というものを加えら

れていくと自然な流れになると思います。 

 

これのイメージを掴んでいただくためにつくば市で取り組んでいるもの

がありまして、SDGｓ（持続可能な開発目標）の中で、小さい農家、いわい

る家族経営の農家も大切にしなくてはいけない、そういうところも将来的

に農家が続けていけるようにイメージしたところでもあります。言葉足ら

ずではあるかもしれませんが、小さいところもすべてフォローアップして

いけるようなキャッチフレーズをイメージしていただけると実像的なもの

が見えやすいかなと思っています。 

 

可能な範囲でここを膨らませていただくということでよろしいでしょう

か？ 

 

検討します。 

 

 

 

第３章 基本施策と具体的施策 

基本方針（1）「ひとの確保・育成」 の説明をお願いします。 

 

（資料 1 P15、16、17・資料 3 P2 説明） 

 

一つ一つ確認していきたいと思いますが、①②③④は、些細な言葉の問題

でした。 

⑤ 「筑波大学等へ新規就農相談を実施」は、石田委員のご指摘だったと

思いますが、文章自体に入れるわけではなく実際に計画を遂行してい

く上でということですが石田委員これでよろしいでしょうか？ 

 

 

はい。 
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納口座長 

 

 

 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

事務局 

（猪係長) 

 

 

納口座長 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

事務局 

（猪係長） 

 

 

 

伊藤委員 

 

納口座長 

 

事務局 

（猪係長） 

 

「多様な担い手の確保」のところですが、 

⑥ 「農業インターンシップについて働きながらの週末体験等を市や普

及センターが窓口になって協力してもらえる農家との橋渡し役とな

るとよいのでは。」は川上委員からのご意見だったのですが、こちら

も計画を遂行していく上でということですが、川上委員いかがでしょ

うか？ 

 

普及センターの方に就農相談が週に何件かあるというが、市の方にそれ

が共有できているのか、横の情報共有があった方がいいなと思って質問さ

せてもらったのですが、これでいいと思います。 

 

すべてではないと思いますが、普及センターとは情報を連携しています

が、今後細かいものでも共有していくようにお互いにやっていければいい

のかなと思います。 

 

⑦ 「情報不足の農業者にもきちんと情報がいきわたるようにしてほし

い。」は第 4章の「市の役割」のところに入れますということですね。 

 

1-1-3（2）「農福連携の推進支援」ですが、茨城県共同受発注センターと

いうのを県がやっていて、そこで福祉施設と農家さんのマッチングとい

うのをやっています。つくば市で独自でマッチングをするというよりは

茨城県共同受発注センターと二重にならないようにした方がいいかなと

思います。 

 

県の機能でそういうものがあるということは承知していまして、「県と連

携しながら」と明記はしていないのですが、自分たちでやることだけを考え

て記載しているわけではなくて、そういうところと組んで結果的にマッチ

ングができていればいいのかなと考えています。 

 

分かりました。 

 

②関係機関と連携もとってということは入れる必要はないですか？ 

 

入れてもいいかなと今 感じていますが、いかがでしょうか？ 
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伊藤委員 

 

納口座長 

 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

川上委員 

 

 

伊藤委員 

 

 

18：45～ 

納口座長 

 

 

独自でやられるのかなと思っていたので、意見させていただきました。 

 

そういうことを入れた方がよりいいのかなと感じがするのですが、よろ

しいですか？ 

茨城県共同受発注センターだけじゃなく関係機関と連携を取ってと言葉

を足していただけると。よろしくお願いします。 

 

1-1-1（1）農業者ネットワークの有無ですが、茨城新規就農者ネットワー

クという組織がありまして、非農家出身の新規就農者の集まりで数年前に

立ち上がって、今後 県全体に情報を発信していく意味で横の繋がりを考

えているという話を伺って、どこまで連携できるか分からないですけれど

も情報提供という部分での役割というのも 1 つ付け加えてもいいのかなと

思って、意見ださせていただきました。 

 

大変貴重なご意見でした。 

1-1-1（1）に短い文でも何か付け加えた方がいいという、そこまでの意見

でしたか？ 

 

すでにそういったネットワークもあるので、情報提供という意味で発言

させていただいたので、ここに加えるということはなくてもいいかなと思

います。 

 

第 1 章にも今どんなネットワークがあってということはデータとして入

ってきませんので、施策実施に参考していただく情報ということになるわ

けですね。 

 

メンバーに県央が多くて、県北、県南は手薄の部分があって、しかし農家

は多いので、そういった方と繋がりたいという希望があるみたいです。 

 

情報提供としてなんですが、1-1-4 の EC サイトなのですが、今「IT補助

金」というのがありまして、これを使うと ECサイト構築の補助が出たりす

るので、そういったものの情報として案内できたらいいのかなと思います。 

 

基本方針（2）「農地や環境の保全・有効活用」の説明お願いします。 
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事務局 

（猪係長） 

毛塚副市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

石田委員 

 

納口座長 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 資料 1 P17、18、19・資料 3 P3、4 説明） 

 

2-2-2 の鳥獣被害に関してですが、慎重に検討していくということです

が、廃校の活用について、そういった拠点も今後検討していければと思って

おります。そのとき、出荷の制限に放射能がかかっているということです

が、そういったものについて県と意見交換を行って、どう配慮していけるか

と議論を行っているところです。 

こちらについては鳥獣被害の防止計画というのがありまして、今年度、農

業政策課内に「鳥獣対策室」を作っています。 

そちらの方で、使って行きたいと思っております。検討していきたいとは

考えておりますが、今回この基本計画には盛り込めないと思っております。 

 

2-1-2 石田委員からご指摘の有りました 

②「新規就農者等への農地のマッチングをする。」ですが、「マッチング」

という言葉を入れていただきました。いかがでしょうか？ 

 

いいと思います。 

 

川上さんからご指摘のありました 

⑤「鳥獣からの防護柵による物理的忌避も必要であるが、同時に個体数を

下げること、ジビエの食肉加工等も必要なのでは」ですが、 

 

市内の廃校の再利用を検討しているということだったのですが、前に長

野県の泰阜（やすおか）村というところに住んでいたんですが、廃校を再利

用したジビエの加工というのを既に始めております。私が居たときには、話

は進んでいなくて、つくば市に越してきてから話が進んで、女性の猟師さん

がいて、加工から販売までやっているという事例もあるので、参考にされて

はいかがかなと思うところが一点と、 

昨日、笠間の農業総合センターのリーダーシップの育成講座に参加して

きたのですが、そこで知り合った熊本の農家ハンターというサイトを運営

している宮川さんとお会いして、農家をやりながら、ハンターを育成してい

るという話を伺って、自治体向けにある程度パッケージ化したものを今後、

技術とか勉強とかを含めて提供していきたいという話を伺っていたので、

さっきの副市長の話にもあるようなところとうまく繋げられたら面白いか

なと思いました。 
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納口座長 

 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

中島委員 

 

 

 

 

宮川さんも茨城と熊本で離れてはいるんですけれども、そういう部分で

協力できることがあればいつでもということもおっしゃっていたので、お

話伺ってもいいのかなと思いました。 

 

川上委員からご指摘のいただきました 

2-3-1⑥（1）「住宅に隣接する農地を緩衝地帯と位置づけて数ｍ空ける、

農薬等の飛散防止のためにソルゴー等の緑肥作物を導入する。」ですが、い

かがでしょうか？ 

 

意味合い的に捉えられ方が違っていたかなと思うのですが、「住宅に隣接

する農地を緩衝地帯と位置づけて数ｍ空ける」というのは、私がやっている

実例であって、農地は農地だけれども、何もつくらない、背丈が高くなるよ

うなものを植えて飛散しないようにという例なので、意味合いとしては違

っていたのかなと、訂正をさせていただきたいと思います。 

表記の追加に関してはこれで問題ないと思います。 

 

川上委員、次のもの 

⑦ （2）「廃プラスチックの削減のために生分解性マルチの導入、トンネル

ビニールの再利用、などが具体的内容としては挙げられるので追記して

も良いかと。」なんですが、より分かりやすくなったと思いますがいか

がでしょうか？ 

 

私が実際取り組んでいる例として挙げさせていただいたのですが、具体

的施策と言われましてもなかなか具体的な例が挙がってこないという

実情もあるので、挙げられるところはなるべく具体的な例を挙げたほう

がより中身も充実してくるかなと思って挙げさせて頂きました。 

 

こうした環境に配慮した農業推進というのは、JA 谷田部さんは産直部会

では長年にわたって進めておいでになりますが、何かご意見や補足的な説

明などいただければと思うのですが。 

 

10 年も前から環境の保全に生協と一緒に取り組んでおりますが、農薬に

ついては非常に厳しいです。生協で、「これは使っていいです」という指導

を受けながら、作物に使ってきました。そのようにしないと生協の方が買っ

てくれないので、安心・安全な作物を供給するために、やっています。住宅

に隣接する農地、私も持っているのですが、除草剤を撒くと地域住民に怒ら
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納口座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

（猪係長） 

納口委員 

 

石田委員 

 

納口座長 

 

 

 

 

19：10～ 

 

れます。除草剤を撒かないと農地の荒地を保全できないのです。私の知人で

もぶどうを作っている人が居るのですが、どうしても、殺菌剤を使うんで

す。スピードスプレイヤーで使うと風が吹くと困るので、朝五時くらいにや

っても、地域住民から五月蝿くて困るというような苦情がきて、今年から辞

めてしまいました。 

日本で許可している農薬は希釈さえ守ってもらえれば安心です。 

聞いた話ですが、農薬と薬は何が違うのですか？風邪を引けば薬を処方

する、キャベツに虫がいれば殺虫剤を与えて、キャベツの生育を助ける。 

農薬は非常に厳しいのですが農薬がないと今の農業は厳しいです。 

つくば市の農業は非常にやりづらくなっています。 

数ｍ空けるとかありますが 農業者が高齢化していて、なかなか作物が

作れない人とかもいます。そういった土地を借りる人がいれば、市役所でま

とめてやってもらえれば、農地の畑の改善なのではないかと思います。 

 

有機農業にしても環境保全農業にしても皆さん努力してらっしゃるなと

いうことだと思います。 

 

石田委員からご指摘のありました 

2-3-2⑩「つくば市産有機農産物、特別農産物の消費者への PR をする。」 

ですが、非常に重要な市役所の仕事になると思いますが、これについて

は、追記していただいたのでしたか。文章等をいじったのではないのです

か？ 

 

一番最後に「適切な情報の発信等を実施していきます」と直しました。 

 

石田委員いかがでしょうか。 

 

いいと思います。 

 

⑬本日ご欠席の吉葉委員からのご指摘の 

「使わなくなったハウスの活用として災害時の避難場所にしてはどう

か」ですが、防災関係部署に事例を紹介させていただきます、ということで

す。 

 

＜休憩＞ 
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19：20～ 

納口座長 

 

事務局 

（猪係長） 

納口座長 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

事務局 

（猪係長） 

川上委員 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

事務局 

（猪係長） 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

基本方針 3 「特徴ある地域農業の確立」の説明をお願いします。 

 

 

（ 資料 1 P20、21・資料 3 P5 説明） 

 

川上委員からご意見をいただいた 

③「学校給食でも市産農産物の自給率目標を掲げてもいいのでは。･･･」に

ついてですが、川上委員いかがでしょうか？ 

 

もう一度確認なのですが、ガイドラインで令和 3 年度に設定するといって

いる以上は、農業基本計画では前倒しして、目標は設定できないということ

ですかね？ 

 

そうですね。 

 

そうであればしょうがないですが、せっかくであればそういった数値目標

が掲げるのはいいのではないかと思ったのですが、そういうことであれば

大丈夫です。 

 

基本計画の中では KPI というか、数字を出していくのはそぐわないと思う

のですが、もうすこし実施に繋げるもの、計画の具体案のものは資料をつく

らないのですよね？ 

 

こちらの方で、学校給食に対するガイドライン的なものの記述はしていな

いのですが、③「つくば市学校給食における地産地消推進ガイドライン」に

書かれている文章を同じ言葉を書いて分かりやすくするという対応はあり

うるのかなと思いました。 

 

農業基本計画とは言え地産地消とかも含めた部分も入ってくると思うの

で、そこの紐付けがもし出来るのであれば、そうしていただきたいと思いま

す。 

 

あとの何を入れるかということは事務局に任せてと言うことでよろしいで

しょうか。 

石田委員からのご指摘の 
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石田委員 

 

納口座長 

 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

④「学校給食、教育機関等への食材の提供を推進する」についてですが、 

これでは足りないですかね。 

 

この通りでいいです。 

 

川上委員からのご指摘の 

⑤「生産から消費まで一連の流れで加工品を通じて知ることが出来るよう

な取り組み(ワークショップ等)」ですが、3-3-1 の中で追記したということ

ですが。 

 

そういった形で追加していただければと思います。 

どうしても加工って安易に取り組まれがちな部分でもあるのですが、この

加工だけに留まらず生産から加工まで消費者の方に知っていただくと農産

物に対しても身近になりますし、出来るまでのいかに大変かといういい機

会になるかと思ったので、イベントみたいな形でやっていただくのがいい

のかなと思って書かせていただきました。 

 

農業者の 6 次産業化のその先何があるのかというと、おそらくそれを通じ

た体験というところなのかな、まさに川上委員のおっしゃるとおりだと思

います。 

⑦「みずほの村市場の行っている体験農園などの既存のそういった取り組

みと市とがうまく連携をとれると良い」というのも川上委員からですが、 

「既存の取り組み者と連携しながら」と追記していただきましたが川上委

員いかがでしょうか？ 

 

この内容で大丈夫だと思います。 

市が単独でやることが限界であるというのと同じように単独でイベントを

やっているところも限界を感じていると思うので、連携することで新しい

糸口が見えてくるかなと思いますので、ぜひお願いしたいところです。 

 

つくば市は多様な農産物があって、そして都市住民、消費者が同じ市の中に

居る、都市住民の中でも国産のものを食べたいという消費者が多いのかな

と思うのですが、そういったところを踏まえてつくば市の農業はこういう

特徴を持たせるべきである、ここを施策として推進していくべきであると

いうところで、つくば市の特徴を出しているところでもあります。 
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19：33～ 

 

事務局 

（猪係長） 

 

納口座長 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

（5）基本方針 4 「スマート農業の推進」の説明お願いします。 

 

（ 資料 1 P22・資料 3 P6 説明） 

 

 

川上委員からご指摘のあった 

①「研究機関と市、普及センターなどとの連携があれば」ですが、事務局の

コメントを見ていかがでしょうか？ 

 

実際農研機構さんから直接連絡をいただいた経験からですが、直接連絡を

いただくもありますが、そういうことばかりではなくて、研究機関からこう

いう農家さんという情報がない場合も少なくはないと思いますので、つく

ば市で窓口であるということが前もって分かっていれば連絡をすることで

スムーズに農家さんに繋ぐことが出来れば、よりつくば市としても特徴が

出てくるのではないかと思って書かせていただきました。 

文章の修正はこれでいいと思います。 

②も、そのままでいいと思います。 

 

吉葉委員（欠席）のご指摘のあった 

③「研修会や補助金などが必要になるのでは？」ですが、 

そもそもスマート農業とはなんですかね、と思うのですが、これからの農業

技術には非常に重要であるわけで、事務局のコメントにあるように「研修機

会の創出や情報提供」や農研機構からの情報発信なども場合によってはつ

くば市が咀嚼するような形で農業者に繋ぐというようなところも期待した

いところなのかなと思いました。 

伊藤委員は「スマート農業」というと何を思い浮かばれますか？ 

 

私はやっていないので分からないですけれども、「スマート農業」という言

葉を聴いたときに まだ同じものをイメージするような状況ではないのか

なと思います。ここのコメントにある通りかなと思うのですけれども、どこ

からどこまでかと言うのは難しい部分かと思いますので、事務局のコメン

トでいいのかなと思いました。 

どこからどこまでかと言うのも変わっていくものであると思うし、この5年

間の中でいろいろな常識も変わっていくと思いますから、これでいいのか

なと思いました。 
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納口座長 

 

 

 

 

小久保副座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

19：45～ 

 

事務局 

（猪係長） 

納口座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

技術自体がどんどん発展していくと言うことを考えると現段階での具体的

なことを書いてしまうのは良くないかもしれないですね。 

小久保副座長のところは、だいぶスマート農業なのか、大きな機械が入って

いると思うのですが、どうでしょうか？ 

 

確かにスマート農業と言うのがどういうものかと言うのはみんなが統一し

たイメージが持てないと状況にあるのかなと思っています。最近は実際に

ドローンとか食味計が付いたコンバインとか、あるいは GPS 付きのものと

か手放しで誘導して走るとか実際には出てきているわけなんですけれど

も、国の方の補助事業も出てきていると言うところなので、促進・実施・導

入推進をしていくと言うことでいいと思います。 

確認と言うか事務局に聞きたかったのですが、実際に市が基本計画とか戦

略を掲げていると補助比率が高まるというような６次化のものはあるので

すが、例えば、国の補助事業について市が手を上げてやろうとなったときに

国の戦略と取り組みやすい環境の計画にすることも前向きな人を応援する

意味では必要なのかなと思いますので、確認をしてほしいなと思います。 

 

国の補助金を力のあるところじゃないと取れないとなってきているので、

地元の力がどれだけあるのか示すひとつの形と言うのが「農業基本計画」は

作られていると言うことだと。 

そういう意味では「基本計画」を市レベルで作っていると補助金も取りやす

くなるということですね。 

 

（6）「各主体の役割と計画の目標達成」の説明をお願いします。 

 

（ 資料 1 P23、24、25・資料 3 P7 説明） 

 

まずは「各主体の役割」ということで 

① （1）「市民の食を支えると『市民』に限定してしまいますか？」 

のところですが、つくば市の中で生産者が居て、消費者が居ると言う恵まれ

た環境を生かした農業という主旨はわかったのですが、市民に限定すると

いうのはちょっと違うのかなと思いまして、削除していただきました。 

② （1）「農業者・農地所有者の役割に農地の集約・集積の話を挿入しては？ 

※集積に協力いただくという意味で捉えて下さい。」は、岡本委員から

ご指摘をいただいたものですが、これについては農業者・農地所有者の

役割のところにむしろ積極的に貸し出すべきだと、きちんと農地を農地
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事務局 

(猪係長) 

 

 

 

 

川上委員 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

 

納口座長 

 

として利用する義務があるのではないかというニュアンスかと思うの

ですが、施策の中では積極的に集積・集約化していくと加えていただい

たわけです。よろしいでしょうか？ 

③（1）「１つが欠けても目標達成が遠のくので、目標有木の計画ではないで

すが、『周知徹底』と『実行力』が成功の鍵になるかと思います。」は、「着

実に実施」と修正入っていますか？ 

 

こちらは先ほど一番初めのところで述べた吉葉委員のご指摘の「情報不足

の農業者にもきちんと情報がいきわたるようにしてほしい。」（資料 3 P2） 

のところで、赤字のところが、川上委員にご指摘いただいたところですが、

「多様な主体とともに具体的な推進方策等を示し、計画を実施していきま

す。」と書いているので、いかがでしょうか？ 

 

文章的には問題ないと思います。 

 

ありがとうございました。 

次の「計画の達成目標の設定と検証」 について川上委員から④⑤⑥のご指

摘をいただきました。 

④ 「2024 年度までに各項目を達成するための工程表があると良いのでは

ないのか。」ですが、「工程を計画自体に盛り込むためには実行プランま

で現時点で決める必要がありますが、計画ではそこまで記述していませ

ん。」と、ここで工程表を出すのは難しいということです。 

⑤ 「認定農業者 350 経営体を 2024 年度までに達成することが目標となっ

ているので、途中年度の中間目標もあると良いのでは」 

⑥ 「各項目の目標数値の根拠が知りたい。」 

は別紙 1 で説明しますとあります。 

川上委員から何かお気づきの点などありましたら、お願いします。 

 

数値目標のところで一点だけ、「農産物の堆肥化量」のところで、「2024 年

度には回収個所を５ヶ所に目標としているので」というのが初耳だったの

で、もしそれを目標とされているのであれば農産物の堆肥化量の中に「回収

個所を 5 ヶ所目標にしている」という旨を入れてもいいのかなと思ったの

ですが、それはいかがでしょうか？ 

 

「農産物の堆肥化量」というといろいろなものも入ってくるので、「葉刈り

芝」の回収だけ書いてあってあれって感じもしますかね？ 
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事務局 

（猪係長） 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

中島委員 

 

 

事務局 

（垣内課長） 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

事務局 

（垣内課長） 

 

 

納口座長 

 

石田委員 

 

 

納口座長 

 

小久保副座長 

事務局のお答えとしてはどうでしょうか？ 

 

堆肥化量をどう測るかというところで悩んで、環境にやさしいというとこ

で一つ作りたいと思っていて、その中でやっている事業として「葉刈り芝の

回収」で設計させていただいたと言う現状です。 

 

JA 谷田部さん、JA つくばさんで、畜産農家何軒かで堆肥を完熟堆肥にする

までを畜産農家さんでやって、それを産直部会で持っているマニアスプレ

ッターを使って、畜産農家が野菜に格安で撒いてあげるというのを産直部

会で補助金を出しているという取り組みがあったと思うのですが、その辺 

数字でお持ちだったら教えていただけますでしょうか？ 

 

畜産農家が少ないのですが、畜産農家には稲わらを束にして供給（販売）し

ています。 

 

現状として畜産をやっている農家がものすごく少なくなっていう現状と、

畜産をやっている方は仲の良い方と組まれて、堆肥化に各々取り組んでい

うという状況もありまして、それであれば、事務事業評価の役所の別の事業

を詳細にデータ化したものを皆さんに目で見てもらえるようなものがあり

したので、今回の堆肥の目標の設定に至ったのが現状です。 

 

「農産物の堆肥化量」を目標数値としていれなければいけないのですか

ね？ 

 

そこの部分に関しては環境の面から、目標値があった方が全体のバランス

が取れるかなというところを考えて入れているのですが、このあともう少

し、いいものがないかと検討させていただければと思います。 

 

石田委員のところでは堆肥はどのように調達されているのですか？ 

 

もう何十年も畜産農家さんからマニアスプレッターで散布してもらってい

ます。 

 

小久保副座長のところだと、稲作だと堆肥はほとんどいれないですか？ 

 

うちの場合は枯れ草と落ち葉の堆肥ですかね。 
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納口座長 

 

高谷委員 

 

 

 

 

納口座長 

 

鈴木委員 

 

 

 

納口座長 

 

石田委員 

 

 

納口座長 

 

矢島委員 

 

 

 

高谷委員 

 

 

 

事務局 

（垣内課長） 

 

 

 

 

あと大豆粕、米ぬかとかです。 

 

高谷委員どうですかね？ 

 

この 41ｔ（2019 年度）と言うのは、葉刈り芝の堆肥ですよね？ 

谷田部にも畜産農家が堆肥を作っているのは 4,5 人いると思うのですが、 

そういう全体の利用を把握するのはまだまだですが、 

その把握は自己申告でもしてもらわないと難しいかなと思います。 

 

鈴木委員のところも産直部会で堆肥入れてらっしゃるんですよね？ 

 

部会員で原木しいたけやってらっしゃる方が居て、原木しいたけを活用し

た堆肥作りをしていて、それを部会員が使うという事があります。堆肥作り

はいろんな人がいろんな所でやっているのではないかと思います。 

 

石田委員なにかアイディアありますか？ 

 

この 41ｔは葉刈り芝の焼却が出来ないので、回収していると言う問題もあ

るんだと思いますよね。 

 

矢島委員は普及センターでは数量的な数字はお持ちでしょうか？ 

 

畜産振興課でそこに確認してみた方がいいですよね。 

主要な畜産農家さんのだと分かると思いますが、全体となると難しいかも

しれないですね。 

 

課長にお伺いします。先ほどの 41ｔと言うのは、葉刈り芝ですよね？葉刈

り芝の数値を表すと、多方面から葉刈り芝の残留農薬の問題は出ないです

か？ 

 

残留農薬は出るので、芝の生産に戻しているのが現状です。 

じかに口に入るようなベビーリーフなどは、怖いと言うのがありまして、葉

刈り芝を何故挙げたかという根底には、つくばは芝の生産が豊かなので、も

のすごく芝の焼却苦情が年々増加しているような状況なので、それを対策

として堆肥化していくのであれば回収場所を苦情が集中する地域に設置し

たいと。有料の袋を買っていただいてそれに芝を詰めて、決められた日時と
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納口座長 

 

 

 

毛塚副市長 

 

 

 

 

納口座長 

 

矢島委員 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

事務局 

（垣内課長） 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

事務局 

（垣内課長） 

場所に回収すると言うことをしていましたが、年々回収量が悪くなってい

くという状況があり、この事業に変えたということです。好きなときに指定

された場所にいける、有料の袋も要らない、自由度の高い回収率が年々上が

ってきた、こちらに変化した方が有益なのではないかと言うことです。 

 

事務局の立場は分かりましたが、資源循環型農業推進、環境に配慮した農業

の推進が今のところの文脈かと思うのですが、ちょっと違うのかなと。もう

一度検討してもらった方がいいのかなと思います。 

 

④ご意見を聞いて、ちょっと葉刈り芝だけというのは、各論過ぎるのかなと

思いました。これについて、環境を良くする方の事務事業評価でも見る数値

でありますので、この目標は管理しながら、こちらの計画には載せないと言

う方向でまとめていきたいと思います。 

 

ここのところでなにかご意見のある方いらっしゃいますでしょうか？ 

 

⑤新規就農者のところで、「次世代人材育成投資資金及び新規就農者経営支

援補助金の受給者合計数」とありますが、事業を知らない方が見ると良く分

からないところがあるので、例えば何歳までの新規就農者数など備考に入

れたほうがいいのではないかと感じました。 

 

この間、新規就農者というのは 3 つ中身がありますよね、と事務局と確認

しまして、「次世代人材育成投資資金」は非農家出身の IT ターン、「新規就

農者経営支援補助金の受給者」、これは？ 

 

これは市の単独のもので、国の「次世代人材育成投資資金」は 50 歳までと

いう年齢制限がるので、「新規就農者経営支援補助金」は、後継者は入らず、

50 歳以上の方が農業をやりたいと言った場合の年間 60 万円 3 年のつくば

市独自のものです。 

 

大きな農業法人に入ってくる人などは、数えるのか数えないのか、農家の息

子さんなどの後継者も入れるのか入れないのか、こういうところもあって、

2019 年度の 5人というこれだけでいいのかと。 

 

役所として確実に数えられる数字を掲載しているとご理解いただければと

思います。 
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髙谷委員 

 

事務局 

（垣内課長） 

 

矢島委員 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢島委員 

 

 

数字を公的に出すときに根拠付けがはっきりしているものを出した方がよ

いと消極的になっているのがその数字だと思います。 

会社形式で営農を開始したもの、人材投資資金をもらって個人・もしくは夫

婦で営農を開始したものを合わせていくとより正確な数字になると分かっ

ているので、今後普及センターと連携しましてきちんとした数字を出せる

ような状況を作って、掲載していくということは可能かと思います。 

 

茨城県の中では新規就農者はつくば市が一番多いのではないですか？ 

 

つくば市は鉾田に次いで二番目ですね。 

 

 

雇用就農が多いんですよね。そういうのを含めると 30人くらいですね。 

数字だけ見ればトップクラスですね。 

 

普及センターを通じて、いったん県で集計して国に上がって就農者実態調

査というものに毎年数字が出ているのですがその中では「独立就農」「後継

者就農」「農業法人の従業員等」と 3つありますが、その数の取り方がばら

ばらで「独立就農」が農業委員会を通じて全数を取っているのですが、「後

継者就農」は、サンプル調査で、つくば市でこの 3 種類が取れるのかどう

か、取れないのかな、県全体では推計値が出てくるがその下の市町村レベル

でつくば市は何人と言うのは出ていないのですかね？ 

（退席される）伊藤委員なにかございましたら。 

 

計画はとても楽しみで、5年後のつくば市の農業が良くなっているのではな

いかと楽しみです。どうしたら、立てた計画がいい形で実行されていくかな

と思ったのですが、ポイントは情報発信をどうやっていくかだと思うので

す。メディアみたいなのがあったらいいなと思うのですが、公庫とかと連携

しながらできたら計画を推進していく上でもいろんなリアクションが出て

くると思いますし、私たちも経過が見て取れたり、市民が参加しやすかった

り、農業支援も情報が届きやすかったりすると思いますので、よく検討して

いただけたらと思います。 

 

県で毎年調査している数値については、推定ではなく、実際の調査なので、

もしかして漏れてしまっているかもしれないという調査になっています。 

つくば市として聞き取りで調査をすることは出来るが、情報がない方はも
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事務局 

（垣内課長） 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

事務局 

（垣内課長） 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

小辻委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納口座長 

 

れてしまう方も居ると思います。 

 

相談に来てくれれば把握できるのですが、親元で始めて親や親族の基盤を

ついで出荷しだしたとなったりすると拾っていくのが困難になると思いま

す。 

 

普及センターで後継者も拾ってはいるとは思いますが、今まで子育てして

いたお嫁さんが農業をやるようになったと言うようなところは落ちてくる

かとも思いますが。新規参入は拾えるがそのほかは拾えないというのはち

ょっと情報の確認をしてみるとちょっと違うかもしれないという気がしま

す。 

 

今後そういうところの連携を密にして、出来る限り正確な数を掌握するこ

とに努めたいと思います。 

 

普及センターと連携を深めてもらえたらと思います。 

「独立就農」する人だけであれば、新規就農者という言葉は不適当かも知れ

ないなとおそらく「新規参入者」という言葉になるのではないかと思うので

それも含めて検討していただければと思います。 

小辻委員なにかお気づきの点あればご発言お願いします。 

 

計画自体は皆さんのご指摘で、より良くなっていると思うので、気になると

ころはないですが、ここに書けないこと、工程表は難しいとか、防災のこ

と、他との関連で主ではないけれどこういうことにかかわってくるよと言

うことが計画を出したあとになると思いますが、関連が分かるような情報

発信が、より気軽にその都度振り返られるような情報発信をすればより生

きたものになると思います。 

芝の堆肥化というつくば市特有の問題をこういう風にやっているのだと言

う周知してもらえるといいと思います。消費だけではなくて生産･加工の一

連の流れが分かるようなところも意識して、農産物をただ消費するために

買うのではなくて生産支援しているというニュアンスで広報していけると

考え方が変わってくると思うので、計画から反映されるといいなと思いま

した。 

 

上質な消費者が近くに居るけれども、そこと生産者を結びつける仕組みみ

たいなものが作る必要があるのかなと。 
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20：35～ 

事務局 

（猪係長） 

納口座長 

 

小久保副座長 

 

 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

事務局 

（垣内課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農業者とか市民の方が作り、施策が後押ししていければいいのかなと思い

ました。 

① 「認定農業者数」はこれで良いと思うのですが、②「新規就農者数」は

どうするか、④「農産物の堆肥化量」は問題かなと、⑤「地産地消レス

トラン数」はいいと思います。⑥「農業体験・拘留者数」もいいと思い

ます。 

⑦ 「スマート農業の実証実験数」は、今あまりないので、仕方がないと思

いますので、②④をご検討いただくということで、お願いします。 

「その他」のところで事務局何かご説明ありますでしょうか。 

 

（ 資料 1 P6 説明） 

 

何かご意見ございましたらお願いします。 

 

「スマート農業の実証実験数」のことなのですけれども、何を持って一件と

カウントするのかというのを明確にしておいていただかないと、ドローン

だけ導入したらいいのかとか、そのへんのところ課題としておいていただ

きたいなと思います。 

 

事務局で参考にしていただけると思います。 

この辺で議論を終わりにしまして進行を事務局にお返ししたいと思いま

す。 

ありがとうございました。 

 

長時間にわたってご意見頂戴しましてありがとうございました。 

数値目標の御意見、②「新規就農者数」④「農産物の堆肥化量」⑦「スマー

ト農業の実証実験数」について、もう一度、私達の方で整理したいと思いま

す。 

結果については、メール等でご報告したいと思います。 

全体についても細かいところについても修正させていただきたいと思いま

す。今後のスケジュールですが、10 月から一ヶ月間市民の方からのご意見

をパブリックコメントとしていただくことになっております。 

11 月中旬から下旬に最後に市長を向かえて第５回懇話会を実施したいと思

います。年内の策定をめざしております。 

以上で第４回第２次つくば市農業基本計画懇話会を終わりたいと思いま

す。 
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第４回第２次つくば市農業基本計画策定懇話会 

 

日時：令和２年（2020 年）８月 27 日（木）午後６時～ 

場所：つくば市役所コミュニティ棟１階会議室１ 

 

次    第 

 

１ 開 会 

２ あいさつ 

３ 議事 

(１) 第２次つくば市農業基本計画案について  

４ 閉 会 

 

 

【配布資料】 

  資料１  第２次つくば市農業基本計画 

資料２  第２次つくば市農業基本計画案についての検討項目一覧 

資料３  事前意見書（まとめ） 

  資料３別紙１ 数値目標の説明 
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序章 計画の策定にあたって 

１ 策定の趣旨 

つくば市では、2015 年 3 月に「つくば市農業基本計画」を策定し、農業施策を推進

してきました。 

その結果、認定農業者や新規就農者が増加し、農業生産基盤の整備や農地中間管理事業

の活用による農地の利用集積が進んだほか、地域ぐるみの環境保全活動の活性化、地元農

産物活用による地産地消の促進などの成果があがりました。 

一方、販売農家数や農業就業人口の減少、農業従事者の高齢化、耕作放棄地や鳥獣被害

の増加などが、農業の現場に深刻な影響を及ぼすとともに、新型コロナウイルス感染症な

ど新たな脅威による経済活動への影響も懸念されています。 

また、農業基本計画策定後の動向として 2015 年９月の国連総会において採択された

17 の目標と 169 のターゲットからなる「SDGｓ（Sustainable Development Goals：

持続可能な開発目標）」の理念の下、農業分野においても、持続可能性を高めるための様々

な取り組みが世界的に進められています。 

このような背景を踏まえ、市の特性をいかした農業の方向性を明確にし、発展させてい

くため、「第 2 次つくば市農業基本計画」を策定します。 

 

２ 計画の位置づけと計画期間 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、本市独自の農業施策を計画するものであり、2020 年度からのまちづくりの

指針となる「つくば市未来構想」及び、その下に市政の重点施策として位置づけられる「戦

略プラン」と連携し、より具現化した計画として策定します。 

 

（２）計画の期間 

本計画の期間は、2020 年度から 202４年度末までの５年間とします。 

 

３ 計画の推進 

本計画は、農業者や JA 等の農業団体、関係機関、農産物の流通、加工、消費に関係す

る市民や企業、研究機関、大学など多様な主体の協力・連携のもと、計画の実現に向けた

取り組みを進めていきます。 
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第１章 つくば市農業を取り巻く現状と特徴 

１ 国と茨城県の動向 

（１）国の動向 

全国的に少子高齢化・人口減少が進み、農業・農村においても農業就業者数や農地面積

が減少し続けるなど、生産現場は依然として厳しい状況に直面し、今後、経営資源や農地、

技術が継承されず、生産基盤が脆弱化することが危惧されています。 

こうした状況の中、国では「食料・農業・農村基本法（1999 年７月制定）」に基づき、

「食料・農業・農村基本計画」を策定し、５年ごとの見直しを進めながら、各種の対策を

実施しています。2020 年３月には新たな「食料・農業・農村基本計画」が策定され、「食

料の安定供給の確保」、「農業の持続的な発展」、「農村の振興」などの施策を展開すること

されています。 

 

（２）茨城県の動向 

茨城県は、全国第 3 位の農業産出額（2018 年）を誇っており、県民はもとより首都

圏の消費者に新鮮で安全な食料を供給するなど重要な役割を担っています。 

しかし近年、社会経済情勢が変化するなかで、都市化に伴う宅地等への転用による農地

面積の減少や農業従事者の減少、高齢化による耕作放棄地の増加などが進行しています。 

こうした流れをうけて、県では、2018 年 11 月に策定された総合計画において、農業

分野では「強い農林水産業」という指針が示されました。その中で、担い手への農地の集

積・集約化や、生産基盤整備、6 次産業化やスマート農業の推進などを中心とした「農業

の成長産業化」、農業経営者の学びの場の提供、企業等の農業への参入推進、新規就農者

の受入体制の整備などの「未来の農業のエンジンとなる担い手づくり」、農林水産物の輸

出の促進や地産地消の推進等の「県食材の国内外への販路拡大」といった施策を推進する

こととされています。 

 

２ つくば市農業の現状 

（１） 農業生産の状況 

農林水産省の統計による 2017 年の本市の農業産出額は、93 億円でありその内訳

は、米が 44.1 億円、野菜が 34.8 億円、果実が３.3 億円、花きが 2.1 億円となって

います。畜産では、肉用牛が 1.9 億円とやや目立ちますが、乳用牛や豚、鶏でも農業生

産が行われています。農業産出額における米の占める割合が 47.4％、野菜の占める割

合が 37.4％で全体の約 85％を占めます。また、「その他」にはつくば市の特産の一つ

である「芝」が含まれているため多くなっています。 
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農業産出額の状況（2017 年）（単位：千万円） 

 

                        資料：市町村別農業産出額（農林水産省） 

（２）人（農家）をめぐる状況 

市の農業全体でみると、農家総数は減少しており、特に販売農家は 10 年間に 42％

減少しています。販売農家の中でみると、10 年間で兼業農家が減少しており、特に第

２種兼業農家については半数近くの減少となっています。一方で専業農家については増

加しているという特徴もあります。 

 

農家数の推移 専兼別農家（販売農家）数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹的農業従事者（普段仕事として、主に自営農業に従事した世帯員数（家事や育児が

主体の主婦や学生等は含まない））については、70 歳以上が 53.7％と半数以上を占め、

その割合は年々増加しています。 

今後、基幹的農業従事者の高齢化が進むことで、リタイアする農業者の増加が予想され

ます。また、本計画策定にあたり農業者に実施したアンケート調査（以降、「農業者アン
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ケート」とする）では、70％近くの回答者が 10 年後には縮小もしくは廃業していると

答えており、さらなる農業の担い手の減少が危惧されます。 

 

年齢別基幹的農業従事者の推移 年齢別基幹的農業従事者の構成比の推移 

 
 

資料：農林業センサス 

 

農業者が減少していく中、担い手の中心となる認定農業者数は、2019 年度末時点で

298 経営体（内法人数 53 経営体）であり、年々増加してきました。また、認定新規就

農者数も５年間で合計 30 経営体の増加となっています。 

 

認定農業者数等の推移 

（単位：経営体） 

  2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 

認 定 農 業 者 数   217(32) 219(34) 248(40) 275(46) 298(53) 

認定新規就農者数 5 6 9 3(１) ７ 

※認定農業者は総数、認定新規農業者数は新たに認定された数、（）内は法人数 

 

なお、2015 年の農業経営体数は 3,035 経営体、法人経営体数は 49 法人でともに県

内第１位、法人経営体の割合は 1.6％で県内第 2 位となっています。 

 

（３） 農地をめぐる状況 

農林水産省の耕地面積調査によると、2015 年の本市の耕地面積は 10,800ha で、

県内では 2 番目に広い面積です。田より畑が多く、畑の面積は 6,060ha となってい

ます。 

一方で販売農家の経営耕地面積は、田が3,481ha、畑が1,870ha、樹園地は110ha

で、いずれも減少傾向となっています。 

特に、畑は総面積に比べて販売農家の経営耕作面積は 1/3 以下にとどまっています。 
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耕地面積比較（県内上位５市） 

（単位：ha） 

  耕地面積 田 畑 

筑西市 11,400  8,530  2,880  

つくば市 10,800  4,790  6,060  

鉾田市 8,880  1,890  6,990  

稲敷市 8,830  7,680  1,150  

水戸市 6,730  4,320  2,410  

県全体 170,900  99,000  71,900  

                            資料：耕地面積調査（2015 年） 

 

販売農家の経営耕地面積の推移（単位：ha） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年の耕作放棄地は 1,398ha で、10 年間で 10％増加し、耕地面積に占める

割合は 12.9％となっており、特に、土地持ち非農家の耕作放棄地が増加しています。  

また、農業者アンケートでは耕作放棄地の増加の原因として、農地の条件が悪い、高

齢化で耕作ができないといったことが挙げられました。 

 

耕作放棄地の推移             （単位：ha） 

  2005 年 2010 年 2015 年 

耕作放棄地面積 1,266 1,322 1,398 

販売農家 536 395 402 

自給的農家 237 298 299 

土地持ち非農家 493 629 697 

                                  資料：農林業センサス 
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３ つくば市農業の特徴 

（１）中心的な担い手となる農業者の増加 

  全国的に農業者の高齢化や減少が進行している中、本市でも同様の傾向がみられる

一方で、農業の中心的な担い手として期待される、専業農家数や認定農業者、新規就農

者の増加、また、農業の大規模化が期待される農業の法人数が多いという特徴がありま

す。 

 

（２）広い農地での多様な農産物の生産 

本市は、県内 2 番目となる 10,800ha の広い農地資源を有しています。その広い

農地では、温和な気候と肥沃な土壌の恵みを受け、米や野菜を中心に、果実、花き、芝、

畜産物など多様な農産物が生産されています。米については、商標登録等によるブラン

ド化が進められており、野菜についても、ねぎが県の青果物銘柄産地指定を受けていま

す。 

また、果実については、ブルーベリーを中心に、くり、なし、ブドウ、など様々な作

目が栽培されています。 

さらに、本市の特産品である米やブルーベリーを使った菓子などの加工品をはじめ

とした農産物の６次産業化も進み、好評を得ています。 

 

（３）地域ごとに異なる農産物の生産 

市の北部に位置する筑波地区では、米を主とした土地利用型農業が盛んです。また、

西部の豊里地区や大穂地区は、本市の特産作物の一つである芝の生産が盛んです。 

さらに、東部の桜地区、南部の谷田部地区、茎崎地区では、ねぎなどの露地野菜の生

産を中心とした農業が展開されています。 

 

（４）近接する生産地と消費地 

  本市では、豊富な農産物が生産される一方で、研究学園地区の開発やつくばエクスプ

レス沿線地区の開発によって都市化が進み、多くの新しい住民が居住するまちでもあ

り、農産物の生産地と消費地が共存する特徴ある地域となっています。 

 

（５）国内有数の研究機関の集積 

研究学園都市として知られる本市には、農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構）

をはじめ多くの研究機関や大学等があり、農業分野においても知の集積が進んでいます。  

今後は、研究成果が社会に還元されていくことが期待されています。 
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４ これまでの施策の評価と課題 

（１）つくば市農業基本計画（第１次）の施策の成果 

2015 年に策定した「つくば市農業基本計画」において“「つくば」らしい魅力あ

る豊かな農業”のスローガンのもと、①「ひと」の育成・確保、②「農地」の保全、

③「地域」の活性化、④「新技術」の導入を計画の柱として、12 の基本施策と 55

の具体的施策を進めてきました。 

その結果、計画当初の目標を「達成」したものは 7、「順調」に推移しているもの

が 17、これらを合わせると 24 となり、進捗率としては 24/55、43％となります。

一方「遅れ」や「未着手」が 31 と、第 1 次計画の進捗状況としては、順調とはいえ

ない数値です。（評価の内容については、巻末資料を参照ください。） 

 
 施策数 達成 順調 遅れ 未着手 

① 「ひと」の育成・確保 20 2 3 13 2 

② 「農地」の保全 11 4 3 2 2 

③ 「地域」の活性化 17 1 10 6 0 

④ 「新技術」の導入 7 0 １ 3 3 

計 55 7 17 24 7 

 

（２）「ひと」の育成・確保の評価と課題 

これからの本市農業の担い手となる認定農業者や新規就農者、農業法人が増加しま

した。一方では高齢化によりリタイアする農業者が増えています。 

農業者アンケートでは、推進すべき本市の農業振興施策について、「意欲ある農業

者の確保・育成」と回答した農業者が半数以上でした。また、意欲ある担い手の確保・

育成に必要なこととして一番多い意見は、「後継者以外の者が就農しやすい環境の整

備」でした。 

このような現状において、更なる担い手の確保と、担い手である農業者の育成は引

き続き大きな課題であるといえます。また、リタイアする農業者の農業機械や栽培技

術等の有形・無形の財産の次世代への効率的な引継ぎが新たな課題となってきました。 

 

（３）「農地」の保全の評価と課題 

農地中間管理事業の活用や人・農地プランの推進、さらに、市の独自事業であるグ

リーンバンク制度の活用により農地集積面積が増加しました。 

一方で本市では 1､398ha の耕作放棄地があり、年々増加している状況です。そ

の理由としては、農業従事者が高齢化し、離農や規模縮小をしている状況があるこ

と、また、借り手が見つからないことが影響しており、意欲ある担い手や新規就農

者等への効率的な農地の集積が課題となります。 

また、農地の保全についての新たな課題として鳥獣被害への対策があります。こ
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れは、農業経営を圧迫させる要因の一つとなりうるため、農地の適切な保全の推進

や防護柵の設置による鳥獣の農地への侵入防止の対策を早急に講じる必要がありま

す。 

 

（４）「地域」の活性化の評価と課題 

本市農業の特徴をいかしながら、農産物直売所の PR を進めてきたほか、学校給

食における市産農産物の提供を増加させるなど地産地消の取り組みが進展しました。  

また、新たな特産品化を目指した取り組みとして、国から「つくばワイン・フル

ーツ酒特区」の認定を受け、ワイン用ブドウの生産及びワインの醸造・販売が開始

しました。さらに「農」と消費者のふれあい促進においても、農業体験イベントや

農産物のオーナー制、農業サポーター制度等様々な交流事業を推進しています。 

一方で、本計画策定にあたり実施した市民へのアンケート調査では地産地消の推

進に向けた本市の取り組みとして「具体的な取り組み例も知っている」という回答

は 18.6％でした。このことから、地産地消についての情報発信が不足している。と

いう課題が伺えます。 

また、環境に配慮した農業の推進に関しては、負荷を軽減し自然の生態系に調和

する持続性の高い生産方式への取り組みを推進し、茨城県からエコファーマーとし

て認定を受けた農業者が増加しました。 

しかし、急速に都市化が進む本市においては、増加傾向にある野焼きや農薬の散

布等の相談に対応するため、農業者の市民への配慮と市民の農業者への理解を促進

していくことが今後さらに重要となります。 

 

（５）「新技術」の導入の評価と課題 

先端技術の実証実験が行われていますが、本格的な普及には至っていません。全国

的に農業者が減少傾向にある中で、地域農業を持続・発展させるためには、これまで

以上に省力化やコストの削減が必要になってきます。また、農業者アンケートでも、

「規模拡大」や「現状維持」を希望する農業者から「作業の効率化・機械化」や「生

産コストの低減」の取り組みへの支援が要望されており、農作業の負担を軽減させる

技術開発や導入の促進が必要となっています。 
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第２章 つくば市農業の考え方 

１ 目指すべき方向 

本市は、肥沃で平坦な広い農地が広がり、温暖な気候に恵まれている日本でも有数の農

業環境が整っている地域であり、多様な農業の担い手により米や野菜、果実、芝、畜産を

中心に豊かな農産物が生産されています。私たちはこうした身近にある自然の恩恵をう

け、安心・安全な旬の農産物を手に入れやすい状況にあります。一方で前述したとおり、

農業者の高齢化や減少、耕作放棄地の増加など多くの課題もあります。農業者やＪＡ等農

業関係団体、研究機関さらに市民などの多様な主体がつながり、地域全体として本市の特

徴をいかすとともに課題に対処し、つくばの農業を大切に守り、持続可能な農業を実現し

ていかなければなりません。 

 

そこで、本市農業の目指すべき姿を、 

『多様な力がつながり実現する持続可能な農業』 

とします。 

２ 基本方針 

『多様な力がつながり実現する持続可能な農業』の実現にむけて次の４つの基本方針を

定めます。 

（１）ひとの確保・育成 

（２）農地や環境の保全・有効活用 

（３）特徴ある地域農業の確立 

（４）スマート農業の推進 

 

（１）ひとの確保・育成 

農業は、大規模な農業法人をはじめ、効率的な個人経営や家族経営など多様な形態の農

業者によって支えられています。 

市は、これらの多様な農業者の経営のあり方に寄り添い、それぞれに必要な支援をして

いきます。そのために、生産管理はもとより、加工や販売管理、経理、営業など必要な業

務を適切に実施できるように研修・教育等により幅広い知識・技術を習得する機会が得ら

れるよう支援します。 

また、新たな担い手となる新規就農者を呼び込むためには、農業が魅力ある職業として

選択される必要があり、それには地域のモデルとなる農業者の存在やつながりが重要です。

魅力的な農業を実現している農業者の紹介や交流の機会を設けることで、本市で就農した

いという意欲を喚起していきます。 

さらに、農業者同士や農業者とリタイアした又はリタイアを予定している農業者とのつ
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ながりなど様々なネットワークを構築し、安定した農業経営の確立を支援していきます。 

（２）農地や環境の保全・有効活用 

農地は、農業の最も基礎的な資源であり、食料の安定供給の基盤となるものですが、本

市農地の約 13％にあたる 1,398ha の耕作放棄地があり、農地資源を十分にはいかし切

れていないのが現状です。一方で規模拡大をめざす農業者や農地取得を目指す新規就農希

望者の農地需要もあり、農地の集積や利活用を促進するために、農地に関する情報等を集

約して農地を担い手につなぐ仕組みづくりを行います。 

また、農地は、自然環境の保全、災害の防止など多様な役割を有しています。農業生産

基盤の整備や適切な維持管理、環境保全活動を推進することで、農地がこれらの役割を持

続的に果たしていけるよう努めます。 

さらに、自然の生態系と調和した生産方式を普及させるなど、環境にやさしい農業の推

進も農業を持続可能なものにするために重要な取り組みとなります。 

 

（３）特徴ある地域農業の確立 

本市では、多様で豊富な農産物が生産されており、それらが入手しやすい恵まれた環境

にあります。新鮮な市産農産物を、自然を感じながら味わえることの喜びや楽しさを伝え

る取り組みを多方面から推進し、市民と農業者がつながり、本市農業を地域全体で育んで

いくことを目指します。 

そのために、地域で生産されたものを地域で消費する「地産地消」の取り組みや収穫体

験、農産物のオーナー制など各種農業体験により、子どもから大人まで、あらゆる世代が

つくばの農業や農業者とふれあい、「農育」や「食育」につながるような環境づくりを推

進します。また、豊富な市産農産物の高付加価値化の取り組みを推進して、持続可能な特

徴ある地域農業を確立していきます。 

 

（４）スマート農業の推進 

本市には、国内最大の研究学園都市として多くの研究機関や教育機関、企業等が存在し、

知識と人材が集積しています。 

市は、関係機関と連携して、開発された新技術と農業をつなぎ、農業者の抱える課題の

解決に資するスマート農業の実証実験や導入の取り組みを支援していきます。 
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３ 施策の体系 

前述の４つの基本方針に基づき、『多様な力がつながり実現する持続可能な農業』の実

現のため、体系的に施策を実施していきます。 

  ＜基本方針＞  ＜基本施策＞ 

多
様
な
力
が
つ
な
が
り
実
現
す
る
持
続
可
能
な
農
業 

    

 １ ひとの確保・育成  1-1 多様な農業者の確保・育成 

    

 ２ 農地や環境の保全・有効活用  2-1 担い手への農地の集約化 

    

   2-2 農地の保全・有効活用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 特徴ある地域農業の確立  3-1 地産地消の推進 

    

   3-2 農産物の高付加価値化 

    

   3-3 市民が積極的に関わる農業の推進 

    

 ４ スマート農業の推進  4-1 スマート農業の推進 

  

2-3 環境に配慮した農業の推進    
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４ 施策の展開 

前述してきた基本方針や体系に沿った、具体的施策を次の通り定めます。 

基本方針（１） ひとの確保・育成 

基本施策 具体的施策 

1-1 多様な農業者の確保・育成 

1-1-1 意欲ある農業者の積極的支援 

1-1-2 新規就農者の確保・育成 

1-1-3 多様な担い手の確保 

1-1-4 販路開拓に取り組む農業者の支援 

 

基本方針（２） 農地や環境の保全・有効活用 

基本施策 具体的施策 

2-1 担い手への農地集約化 
2-1-1 農地情報の見える化 

2-1-2 農地の集約・集積 

2-2 農地の保全・有効活用 

2-2-1 農地の保全・活用 

2-2-2 鳥獣による農作物への被害防止対策 

2-2-3 森林の保全 

 

2-３ 環境に配慮した農業の推進 

2-3-1 環境に配慮した農業の推進 

2-3-2 有機農業の推進 

2-3-3 資源循環型農業の推進 

 

基本方針（３） 特徴ある地域農業の確立 

基本施策 具体的施策 

3-1 地産地消の推進 
3-1-1 地産地消事業の実施 

3-1-2 学校給食での市産農産物の活用促進 

3-2 農産物の高付加価値化 

3-2-1 つくばの農業に関する特徴・魅力の発信 

3-2-2 特産品の生産振興 

3-2-3 ６次産業化の推進 

3-2-4 つくばワイン・フルーツ酒特区の推進 

3-3 市民が積極的に関わる農業の推進 3-3-1 市民が積極的に関わる農業の推進 

 

基本方針（４） スマート農業の推進 

基本施策 具体的施策 

4-1 スマート農業の推進 
４-1-1 先端技術の導入促進 

４-1-2 農業スタートアップの支援 
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第３章 基本施策と具体的施策 

基本方針（１）ひとの確保・育成 

農業に意欲的に取り組み本市農業を支える担い手の確保・育成に取り組んでいきます。 

 

基本施策 １-１ 多様な農業者の確保・育成 

具体的施策 1-1-1 意欲ある農業者の積極的支援 

【施策の概要】 

（１）農業者ネットワークの構築 

認定農業者と新規就農者、新規就農希望者と既存農業者、後継者同

士等の様々な農業者のネットワークづくりを行い、情報交換や営農ス

キルの向上、課題が相談できる環境を整えていきます。 

 

（２）農業機械等のマッチングシステムの構築 

高額な農業機械やハウスなどの施設や設備が確保できないといっ

た新規就農者等の要望に対応するため、JA 等と連携し、農業機械等

のマッチングシステムの構築を進めていきます。 

 

（３）認定農業者の支援 

安定した農業経営の継続や規模拡大等に取り組む認定農業者の更

新や新たな認定農業者の育成を図るために、認定を受けることで得ら

れる融資や国が行う制度のメリットを周知するとともに、経営改善計

画の作成等を支援していきます。 

 

（４）子育て期の農業者や家族経営農家の支援 

子育て期の農業者が労働力を確保できる仕組みづくりなど働きや

すい環境づくりに努めていきます。また、家族経営農家において、経

営にたずさわる世帯員が、家族間の十分な話し合いに基づき、意欲と

やり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業が確立できるよう

支援していきます。 

  

     （５）ＧＡＰ認証に取り組む農業者の支援 

      農業生産の安定化のために、GAP（Good Agricultural Practices：

農業生産工程管理）認証取得に取り組む農業者や団体には、県や関係

団体等と連携し、その取り組みを支援していきます。 
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具体的施策 1-1-2 新規就農者の確保・育成 

【施策の概要】 

（１）新規就農者の確保 

ライフスタイルも含めた多様で魅力的な本市の農業の姿や就農に

関する情報のウェブサイト等による発信や農業者との交流を推進し

ていきます。それにより、本市での就農イメージを持てるように働き

かけ、市内外から新規就農者を確保していきます。 

また、県や JA 等の関係機関と連携し、就農に必要な情報の整理や

研修先の紹介など就農支援の強化や国の「農業次世代人材投資資金」

や、「つくば市新規就農者経営支援補助金」の活用促進による支援を

していきます。 

 

（２）新規就農者の育成 

新規就農者が農業経営に関する課題を自ら見つけ出し、解決できる

人材になるために講座の提供などにより、新規就農者の育成の環境整

備を進めていきます。 

また、「農業次世代人材投資資金」等の受給が終了した農業者に対

して、認定農業者へ移行を促し、農業経営を持続していけるようにフ

ォローアップしていきます。 

 

    （３）新規就農者への農業経営の継承 

離農を検討している農業者から農地や機械、農業技術といった有

形・無形の資産を次世代の担い手につなげる仕組みを構築し農業経

営の継承を推進していきます。 

 

具体的施策 1-1-3 多様な担い手の確保 

【施策の概要】 

（１）シニア就農の推進 

会社を退職した人などのシニア世代を対象とした就農促進セミナ

ー等の取り組みを推進していきます。 

 

（２）農福連携の推進支援 

農業者による福祉施設への農作業委託や障がい者の直接雇用等を

促進するため、事例や取り組み方の情報提供や福祉施設とのマッチン

グ等を行い、農福連携の取り組みを支援していきます。 

 

（３）農業インターンシップの促進 

就農や研修を目的として、学生や社会人等に向けて、農業を知って
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もらうために、農業法人などで就農を体験してもらう「農業インター

ンシップ」を促進していきます。 

 

具体的施策 1-1-４ 販路開拓に取り組む農業者の支援 

【施策の概要】 

（１）販路の多角化への支援 

      EC サイトや直販スマートフォン用アプリの活用、飲食店等への直

接契約など新たな販路の開拓のための研修や既に取り入れている農業

者との交流などの機会を設けて、販路の多角化に取り組む農業者を支

援していきます。 

 

    （２）輸出を目指す農業者の支援 

農産物の輸出を目指す農業者同士の交流促進や意見聴取を行うと

ともに、国・県の動向を注視し、日本貿易振興機構（ジェトロ）など

と連携・協力して輸出の取り組みを支援していきます。 

 

基本方針（２）農地や環境の保全・有効活用 

地域資源である農地とその環境を次世代に引き継ぐための保全・活用に努めていきます。 

 

基本施策 ２-１ 担い手への農地集約化 

具体的施策 2-1-1 農地情報の見える化 

【施策の概要】 

地域でのヒアリングやアンケート調査を通じて、地域における農地

の状況や貸し出し可能な農地に関する情報の洗い出しを行い、農地集

約化支援システム等の活用により見える化することで、農地の集約を

促進する環境を整えていきます。 

 

具体的施策 2-1-2 農地の集積・集約化 

【施策の概要】 

農地の売買や貸し借りによる、担い手への農地の集積、集約化を促

進するために、農地利用最適化推進委員と連携し、土地持ち非農家や

新規就農者を含めた、地域ぐるみの人・農地プランの話し合いを行う

とともに、農地中間管理事業やグリーンバンク等の農地集積、マッチ

ングの制度を積極的に利用しながら地域における農地の集積、集約を

進めていきます。 
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基本施策 ２-２ 農地の保全・有効活用 

具体的施策 2-2-1 農地の保全・活用 

【施策の概要】 

（１）農業生産基盤の整備による優良農地の保全 

圃場や農道等の整備について、地域毎に関係者の合意形成を図り、

農地の集約化、大区画化することで農業生産基盤の整備を進めていき

ます。また、「つくば農業振興地域整備計画」に基づき、無秩序な開

発行為を抑止し、農業の基盤となる農地を保全していきます。 

     

（２）地域ぐるみの環境保全活動の推進 

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農 

道や水路の草刈りなどの保全活動や、植栽による景観形成活動など

の地域の共同活動を継続的に支援していきます。 

 

    （３）農業複合施設の整備促進 

       農地を有効に活用し、農業や観光の振興により地域を活性化する

ため、民間企業等の協力を得ながら、市農業のＰＲ、市産農産物を使

ったレストラン、農産物の販売、収穫や加工体験等ができる食と農に

関する農業型複合施設の整備等を検討していきます。 

 

具体的施策 2-2-2 鳥獣による農作物への被害防止対策 

【施策の概要】 

「つくば市鳥獣被害防止計画」に基づき、つくば市鳥獣被害防止対

策協議会が中心となって、国や県の補助事業の活用等により、有害鳥

獣の捕獲や狩猟免許取得の促進等による個体数の適切な管理と防護

柵の設置や緩衝帯の整備等による農作物への被害防止対策を進めて

いきます。 

また、JA 等地域の多様な主体の被害対策への参画の促進や、捕獲

の効果を高めるような方法について関係団体等と協議・連携するなど、

関係者が一体となった取り組みを推進していきます。 

 

具体的施策 2-2-3 森林の保全 

【施策の概要】 

森林は、水源涵養や土壌保全をはじめ、豪雨や地震などによる山地

災害の防止・低減及び、生物の多様性の保全や地球温暖化防止等に資

する重要な役割を担います。森林がそういった役割を十分に発揮でき

るように森林環境譲与税の活用により適切な保全を実施するととも

に、民有林については管理に関する啓発を進めていきます。 
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基本施策 ２-３ 環境に配慮した農業の推進 

具体的施策２-３-1 環境に配慮した農業の推進 

【施策の概要】 

     （１）住環境に配慮した農業の推進 

本市において近接している都市と農地の機能を共存させるため、近

隣市民への影響を配慮し、葉刈り芝の堆肥化や回収、農薬や除草剤の

飛散防止等のための適正使用の啓発を実施することで、住環境に配慮

した農業を推進していきます。 

 

     （２）自然環境に優しい農業の推進 

農業分野における廃プラスチックの回収・適正処理・排出量削減な

どプラスチックごみの問題に対して、生分解性マルチの導入、トンネ

ルビニールの再利用等の促進により解決に取り組むなど、自然環境に

優しい農業を推進していきます。 

 

具体的施策２-3-2 有機農業等の推進 

【施策の概要】 

化学合成農薬と化学肥料を削減して栽培する「茨城県特別栽培農産

物認証制度」（エコファーマー制度）や有機 JAS 認証制度を推奨する

とともに、有機農業や環境保全型農業に意欲的に取り組む農業者に対

し、販路の確保・拡大の支援や市民等に対する適切な情報の発信等を

実施していきます。 

 

具体的施策２-3-3 資源循環型農業の推進 

【施策の概要】 

環境に配慮した農業を推進するうえで土づくりが不可欠となるこ

とから、米や野菜等を生産している農家へ畜産農家から堆肥を供給す

る等の耕畜連携を推奨するとともに、食品残渣や作物残渣、落ち葉等

を含めた有機質資源を活用した堆肥づくりについて、調査、研究を進

めていきます。 
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基本方針（３）特徴ある地域農業の確立 

市産の多様な農産物の地域内での消費拡大や高付加価値化、更に農業者と市民が一体と

なり農業を推進することで、本市ならではの特徴ある地域農業を確立していきます。 

 

基本施策 ３-１ 地産地消の推進  

具体的施策 3-1-1 地産地消事業の実施 

【施策の概要】 

市産農産物の多様性や安全性、美味しさなどを市民等に理解しても

らい、地域内での消費拡大を図る地産地消の取り組みを推進していき

ます。そのために、農産物フェアやイベント等での農業者による直売

活動の機会の創出や市産農産物を活用している飲食店を紹介する地

産地消レストラン事業などを積極的に実施していきます。 

 

具体的施策 3-1-2 学校給食での市産農産物の活用促進 

 【施策の概要】 

「つくば市学校給食における地産地消推進ガイドライン」に基づき、

教育局健康教育課や学校給食センター、ＪＡ等の関係団体と連携し、

市産農産物の積極的活用を推進していきます。 

 

基本施策 ３-２ 農産物の高付加価値化  

具体的施策 3-2-1 つくばの農業に関する特徴・魅力の発信 

【施策の概要】 

本市では豊富な種類の農産物や多様な農業のあり方を背景に、これ

まで本市の農業の特徴・魅力について発信することに苦戦してきまし

た。まずは、市内での生産地と市民が増加している消費地の近さをい

かし、市民や事業者を主なターゲットとして本市農業に関する理解の

浸透を図っていきます。その際、多様性、持続可能性、地産地消、農

業者による新たなチャレンジといった、本市の特徴が表れる切り口で

の発信を重点的に行い、本市農業を市民や事業者もみんなで応援する

地域を目指します。 

 

具体的施策 3-2-2 特産品の生産振興 

【施策の概要】 

本市を代表する米、ねぎ、ブルーベリー、芝等の特産品について、

農業者や JA 等の関係者とともに、栽培や品質の管理を徹底する等の
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生産力を高める取り組みを推進するとともに、その魅力を広く PR す

ることで、特産品の認知度を向上させていきます。 

 

具体的施策 3-2-3 6 次産業化の推進 

【施策の概要】 

「つくば市６次産業化推進戦略」に基づき、本市を代表する優れた

産品として市が認定する「つくばコレクション」となるような農産加

工品の開発や安定的な販路の確保に向けた取り組みを積極的に支援

していきます。 

 

具体的施策 3-２-４ つくばワイン・フルーツ酒特区の推進 

【施策の概要】 

2017 年 12 月に国から認定を受けた「つくばワイン・フルーツ

酒特区」を活用し、新たな担い手を確保しワイン産業を確立させます。

そのために、果樹栽培や加工・販売施設の整備促進等の生産に関する

支援、さらに地域の産業や観光の活性化につながるような施策の展開

を計画的に進めていきます。 

 

基本施策 ３-３ 市民が積極的に関わる農業の推進 

具体的施策 3-３-１ 市民が積極的に関わる農業の推進 

【施策の概要】 

生産地と消費地が共存する本市において、幅広い世代の市民に対し

て、生産から加工・消費までの一連を体験できるような農業イベント

や出前講座など農業との多様なつながりを、既存の取り組み者と連携

しながら創出していきます。また、ＳＮＳ等により情報発信する農育・

食育を推進することにより市民が本市農業に関心を持ち、理解を深め、

暮らしの中で市産農産物の生産、消費に積極的に関わることができる

よう取り組んでいきます。 
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基本方針（４）スマート農業の推進 

先端技術を活用した生産性の高いスマート農業を推進していきます。 

 

基本施策 ４-１ スマート農業の推進 

具体的施策 4-1-1 先端技術等の導入促進 

【施策の概要】 

関係機関等と連携を確立しながら、農業者それぞれのニーズや課題

に対応する手段として、ロボット・ＡＩ・IoT 等の先端技術や省力化

技術について研修機会の創出や情報提供、農業者と関係機関の交流の

促進等を実施し導入を推進していきます。 

 

具体的施策 4-1-2 農業スタートアップの支援 

【施策の概要】 

農業者と連携し先端技術の開発・普及に取り組む企業が活躍できる

環境整備の支援や農業ビジネスを起業する者への情報提供などの多

様なビジネス創出を支援していきます。 
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 第４章 計画の推進 

１ 各主体の役割 

本計画に基づく各種施策を展開し、『多様な力がつながり実現する持続可能な農業 』を

実現するためには、市をはじめ、国や県の行政機関、農業者や JA 等の農業関係団体、さ

らに、多くの市民や事業者、研究機関や大学など、さまざまな主体が計画の趣旨や内容を

理解し、協力・連携しながら計画推進に関わっていく必要があります。 

そのため、農業者や農業関係団体、事業者、研究機関等、市民及び市行政の基本的役割

を次のように設定します。 

 

（１）農業者・農地所有者の役割 

安全・安心な農産物を持続的に生産・供給する基本的な役割を担います。また、経営の

安定した魅力ある農業を実現するとともに、市民が本市農業の魅力の理解を深める機会を

提供します。さらに、農地や農地を取り巻く環境が市の貴重な財産であり、次の世代につ

なげる必要があることを認識し、市民や行政、農業関係団体等と協力・連携しながら積極

的な農地の集積・集約化及び有効利用に努めます。 

 

（２）農業関係団体の役割 

JA 等の農業団体は、農業者の農業経営を総合的に支援し、農業者や関係機関、市民等

と連携しながら、本計画の実現に主体的に取り組むとともに、市の事業に積極的に参加・

協力する役割を担います。 

 

（３）事業者の役割 

食料品の加工、流通又は販売に関わる事業者は、市産農産物を積極的に取り扱うよう努

め、本市が推進する地産地消、安全・安心な食の提供に貢献する役割や、６次産業化の推

進に向けた農業者との連携・協力する役割を担います。 

また、先端技術の開発に関わる事業者は、研究機関等とも連携して、スマート農業の推

進に寄与し、生産性の向上や作物の品質向上などに取り組む役割を担います。 

 

（４）研究機関や大学の役割 

研究機関や大学は、農業生産における新たな技術開発や普及促進に努めるとともに、農

業者や関係機関、事業者等と連携し、本市農業の持続的発展に協力する役割を担います。 

 

（５）市民の役割 

市民は、市産農産物を積極的に消費し、地産地消を支えるとともに、農業体験や保全活

動など農業者等との交流を通じ、国土保全や水源涵養など農業が持つ多面的機能に対する

理解を自ら深めるなど様々な形で、本市農業と農業を取り巻く環境の維持に寄与すること
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を暮らしの中で実践する役割を担います。 

 

（６）市の役割 

市は本計画の趣旨や内容に沿った施策の展開及び支援について、多様な主体とともに具

体的な推進方策等を示し、計画を着実に実施していきます。また、各種媒体を活用して、

本計画の内容をはじめとする各種農業に関する情報について広く関係者に周知する役割

を担います。 

 

２ 計画の推進体制 

本計画の推進にあたっては、各主体がそれぞれの役割を果たすとともに、連携・協力し

ながら推進していきます。また、市として施策ごとに政策部門や財政部門、商工・観光振

興部門など関係各部課との連携強化を図り計画を推進しやすい体制を整えます。 
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３ 計画の達成目標の設定と検証 

本計画の最終年度となる 2024 年度までの達成目標を次のとおり設定します。 

また、これら目標の達成状況を評価・検証し、変化する社会情勢に対応しながら、本計

画が掲げる目指すべき『多様な力がつながり実現する持続可能な農業 』の実現にむけた

施策の進行管理に努めます。 

 

達成目標項目 2019 年度 2024 年度 備考 

基本方針１ ひとの確保・育成 

認定農業者数 298 経営体 350 経営体 

 

認定農業者数 

新規就農者数 5 人（年間） 25 人(累計※１) 

次世代人材育成投資資金

及び新規就農者経営支援

補助金の受給者合計数 

基本方針２ 農地や環境の保全・有効活用 

グリーンバンク登録農地の

貸借面積 
47.4ha 81.0ha 

市が仲介斡旋したグリー

ンバンク登録農地での賃

貸借契約の成立面積 

農産物の堆肥化量   41ｔ 100ｔ 

 

葉刈り芝収集堆肥化業務

での回収量 

基本方針３ 特徴ある地域農業の確立 

地産地消レストラン数 41 店舗 150 店舗 

 

地産地消推進レストラン

認証制度 

農業体験・交流者数 16,141 人 18,000 人 

市が関与した農業体験等

での交流者数。(農産物フェ

ア含む) 

基本方針４ スマート農業の推進 

スマート農業の実証実験数 ― 5 件（累計※１） 

市が斡旋等の関与をした

スマート農業の実証実験

数 

※１ 2020 年度からの累計数 

※２ 国の農地利用集積状況調査で定められている、認定農業者、新規就農者、基本構想 

水準到達者、集落営農経営等とする。 
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第２次つくば市農業基本計画案についての検討項目一覧 

 

（１）目指すべき方向及び基本方針 

    目指すべき方向（11 頁） 

    基本方針（11-12 頁） 

 

（２）基本方針１ ひとの確保・育成 

    基本施策１－１ 多様な農業者の確保・育成（15-17 頁） 

 

（３）基本方針２ 農地や環境の保全・有効活用 

基本施策２－１ 担い手への農地集約化（17 頁） 

基本施策２－２ 農地の保全・有効活用（18 頁） 

基本施策２－３ 環境に配慮した農業の推進（19 頁） 

 

（４）基本方針３ 特徴ある地域農業の確立 

基本施策３－１ 地産地消の推進（20 頁） 

    基本施策３－２ 農産物の高付加価値化（20-21 頁） 

    基本施策３－３ 市民が積極的に関わる農業の推進（21 頁） 

 

（５）基本方針 スマート農業の推進 

基本施策４－１ スマート農業の推進（22 頁） 

 

（６）各主体の役割と計画の達成目標（23-25 頁） 

    各主体の役割 

    計画の達成目標 

 

（７）その他（気になった個所や全体的な話） 
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事前意見書（まとめ） 
 
（１）目指すべき方向及び基本方針（11-12頁） 

 
 
 

●目指すべき方向 
①日本でも有数の農業環境が整っている地域 ⇒ 根拠がよくわからないので、具体的に表現し

てはどうでしょうか。 
＜事務局コメント＞ 
第１章で「全国で第３位の産出額の茨城県」において「県内で２番目に広い耕地面積がある」

こと、「経営体数、法人経営対数県内１位」、「大消費地との近接性」など特徴を述べているので、

重複となるためこちらでは具体的な数値は記述していません。 
②「旬で安全・安心な農産物」というところが日本語としてこなれていないように思います。 
＜事務局コメント＞ 
 「安全・安心な旬の農産物」と修正しました。 
③つながりは 大切。その時々の課題にみんなで取り組み つくばの農業を大切に守っていく。 
＜事務局コメント＞ 
 「つくばの農業を大切に守り」という表現を追記しました。 
④規模の大小にかかわらず様々な形態で農業に携わる人たちを支援する、という方針が「多様な

力がつながり実現する持続可能な農業」に示されていると思うが、ややわかりにくい。 
＜事務局コメント＞ 
 目指す姿の「多様な力がつながり実現する持続可能な農業」について、改めて事務局から説明

させていただきますので、追加説明等の必要性をご議論いただければと思います。 
 
●基本方針 
⑤（１）リタイアした農業者とのつながりとは？ ⇒ リタイアした人だとかなり高齢になって

しまうので、継承が目的ならリタイアを予定している農業者とのつながりとしてはどうか。 
⑥（１）「リタイアした農業者とのつながり」は誰とのつながりですか？ 
＜事務局コメント＞ 
⑤、⑥リタイアを予定している農業者とのつながりは農業者同士の中に入っている想定であった

が、継承を意識した言葉に変更するため「農業者とリタイアした又はリタイアを予定している農

業者」としたい。 
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（２）基本方針１ ひとの確保・育成（15-17頁） 

 
  

●具体施策 1-1-1 
①（１）異業種とはどことネットワークするのか。 
＜事務局コメント＞ 
 異業種は飲食店等を検討していましたが、飲食店とのつながりの話は1-1-4 にも記載があるの

で、異業種を削除して農業者のネットワークのみとしました。 
②（４）女性農業者に限定するのか？「子育て期の農業者」とした方が良いのでは。 
＜事務局コメント＞ 
 指摘の通り修正しました。 
 
●具体施策 1-1-2 
③（１）初めの文章が長いので、２文にした方が良いのでは。 
＜事務局コメント＞ 
 指摘の通り修正しました。 
④（２）課題を自ら「特定し」⇒課題を自ら「見つけ出し」と修正しては。 
＜事務局コメント＞ 
 指摘の通り修正しました。 
⑤筑波大学等へ新規就農相談を実施。 
＜事務局コメント＞ 
 実際に計画を遂行していく上で、学生の就農説明や相談会の実施を検討していきます。 
 
●具体的施策1-1-3 
⑥農業インターンシップについて普及センターに相談があるようなので、働きながらの週末体験等

を市や普及センターが窓口となって協力してもらえる農家との橋渡し役となるとよいのでは。 
＜事務局コメント＞ 
 実際に計画を遂行していく上で、普及センター等とも連携して、農業インターンシップの形とし

て、週末体験や短期集中等いくつかのオプションを検討していきます。 
 
●その他 
⑦情報不足の農業者にもきちんと情報がいきわたるようにしてほしい。 
＜事務局コメント＞ 
 第４章の市の役割で、農業者だけでなく「各種農業に関する情報について広く関係者に周知する

役割を担います」と修正しました。 
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（３）基本方針２ 農地や環境の保全・有効活用（17-19頁） 

 

●具体的施策2-1-2 
① 「農地の集約・集積」⇒「農地の集積・集約化」とした方が良いのでは。 
＜事務局コメント＞ 

集積と集約化に変更しました。それに合わせて、本文も修正しました。 
②新規就農者等への農地のマッチングをする。 
＜事務局コメント＞ 
 「担い手へ農地を集積していく」としており、担い手に新規就農者も含めている。グリー

ンバンクはマッチングのための施策なので、「マッチング」という言葉を加えました。 
 
●具体的施策2-2-1 
③（１）「農地の集団化」⇒「農地の集約化」とした方が良いのでは。 
＜事務局コメント＞ 
 指摘の通りに修正しました。 
 
●具体的施策2-2-2 
④国や県の補助「事業」の活用と「事業」を追加した方が良いのでは。 
＜事務局コメント＞ 
 指摘の通りに修正しました。 
⑤鳥獣からの防護柵による物理的忌避も必要であるが、同時に個体数を下げること、ジビエ

の食肉加工等の検討も必要なのでは。 
＜事務局コメント＞ 
 個体数を下げるための取り組み「有害鳥獣の捕獲や狩猟免許取得の促進等による個体数の

適切な管理」を追記しました。 
ジビエの食肉加工は、地域の食の魅力となりうる取り組みではありますが、放射性物質の関

係で国の出荷制限指示が出ていること、イノシシ保護管理計画では 550頭を目標としている

ことで、事業採算性からも継続性がとても厳しい現状があるので、実際に取り組むかは慎重

に検討していく必要があると考えるため、現段階に計画に明記はしにくいと考えています。 
 
●具体的施策2-3-1 
⑥（１）住宅に隣接する農地を緩衝地帯と位置づけて数m 空ける、農薬等の飛散防止のため

にソルゴー等の緑肥作物を導入する。 
＜事務局コメント＞ 
 住宅に隣接する農地を緩衝地帯として数m空けるというのは法律として制限できない部分

なので、基本計画での記述は難しいと考えます。農薬飛散防止については、「農薬や除草剤の

飛散防止等のための」適正使用の啓発という形で追記しました。 
⑦（２）廃プラスチックの削減のために生分解性マルチの導入、トンネルビニールの再利

用、などが具体的内容としては挙げられるので追記しても良いかと。 
＜事務局コメント＞ 
 具体例として追記しました。 
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●具体的施策2-3-2 
⑧有機農業「等」の推進と「等」を追加した方が良いのでは。エコファーマは正確には有機農

業ではないとされているため。 
＜事務局コメント＞ 
 指摘の通りに修正しました。 
⑨「有機農法や減農薬農法」⇒「有機農業や環境保全型農業」とした方が良いのでは。 
＜事務局コメント＞ 
 有機農法という言葉は一般的ではなさそうなので指摘の通りに修正しました。 
⑩つくば市産有機農産物、特別農産物の消費者へのPR をする。 
＜事務局コメント＞ 
「情報の周知」⇒「適切な情報の発信」等を実施していきます。として「PR」を意識した

表現にしました。 
 
●具体的施策2-3-3 
⑪「資源循環型農業を推進するうえで」は内容的におかしいので検討をしては。 
＜事務局コメント＞ 
 「資源循環型農業を推進」⇒「環境に配慮した農業を推進」としました。 
⑫食物残渣は口の中に残った残渣を指すので、ここでは「食品残渣」とした方が良いかと。 
＜事務局コメント＞ 
 指摘の通りに修正しました。 
 
●その他 
⑬別の話になるが使わなくなった頑丈なハウスなどの活用として 災害時の避難場所などにし

てはどうか？その場所の安全確認をしてからですが…。 
他の地域でそのような取り組みを始めているところもあるようです。 
＜事務局コメント＞ 
 防災関係部署に事例を紹介させていただきます。 
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（４）基本方針３ 特徴ある地域農業の確立（20-21頁） 
 
 
●基本方針３ 
①方針３の説明文章推敲が必要と思われます。 
＜事務局コメント＞ 
 文章の修正をしました。 
 
●基本施策 3-1-1 
②1文目推敲が必要であると思います。 
＜事務局コメント＞ 
 文章の修正をしました。 
 
●基本施策 3-1-2 
③学校給食での市産農産物の自給率目標を掲げてもよいのでは。（2024年度までの目標、中間目

標）例えば学校で今日の給食に使われている食材のうちどのくらいがつくば市の農産物を使って

いる、というように告知するだけでも良いと思う。早い時期からつくば市の農業をPRしていく

ことはとても重要だと思う。 
＜事務局コメント＞ 
 学校給食での自給率は「つくば市学校給食における地産地消推進ガイドライン」において、数

値目標を令和３年度に設定するとしているため農業基本計画で取り上げていません。 
学校で使われている市の農産物の紹介は現在も献立表などで行われているが、計画の推進の中

で、より多くの情報発信を求めていきたい。 
④学校給食、教育機関等への食材の提供を推進する。 
＜事務局コメント＞ 
 「市産農産物の積極的活用を推進していく」として表現しています。 
 
●基本施策 3-2-1 
⑤加工食品自体は世の中にあふれている。野菜の加工のしかた、乾燥の仕方、その使い方、生産

から消費まで一連の流れで加工品を通じて知ることができるような取り組み（ワークショップ

等）のほうが他の施策への波及効果も期待できてよいと思う。 
＜事務局コメント＞ 
基本施策3-3-1 の中で、「生産から加工・消費までの一連を体験できるような農業イベント」を市

民に提供していく形で追記しました。 
 
●基本施策 3-3-1 
⑦みずほの村市場で毎年夏に体験農園を行なっていて、今後通年での実施も計画している。既存

のそういった取り組みと市とがうまく連携をとれるとよいのでは。（宣伝や体験農園の内容につい

てのアイディアの公募等） 
＜事務局コメント＞ 
 農業との多様なつながりを、「既存の取り組み者と連携しながら」創出していきます。と追記し

ました。 
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（５）基本方針４ スマート農業の推進（22頁） 
 

●基本方針 4-1-1 
①以前農研機構から直接農産物の提供依頼を受けたことがあった。直接連絡できる場合ばか

りではないと思うので、研究機関と市、普及センターなどとの連携があれば、連絡が直接で

きない場合でも必要な人や場所への連絡がスムーズになる。 
＜事務局コメント＞ 
文頭に「関係機関等と連携を確立しながら」と連携を強調する形に修正しました。 
②そもそもスマート農業とは、からの方も少なくないのでそのあたりのフォローが必要。 
③担い手不足の今 色々な技術を活用してほしいですが そのためにも 研修会や補助金などが

必要になるのでは？ 
＜事務局コメント＞ 
②、③スマート農業を知るための取り組みとして「研修機会の創出や情報提供」に加えて

「農業者と関係機関の交流の促進等を実施」を追記しました。 
補助金については、国の事業がいくつかあるので、情報発信しながら、動向を見ながら検討

していきたい。 
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（６）各主体の役割と計画の目標達成（23-25頁） 

 
 
（13）その他（気になった個所や全体的な話） 

 
 

●各主体の役割 
①（１）市民の食を支えると「市民」に限定してしまいますか？ 
＜事務局コメント＞ 
 市民に限定すると範囲の狭い話になるので、「市民の食を支える」を削除しました。 
②（１）農業者・農地所有者の役割に農地の集約・集積の話を挿入しては？※集積に協力頂くと

いう意味で捉えて下さい。 
＜事務局コメント＞ 
 積極的に集積・集約化をしていくことを追記しました。 
③１つが欠けても目標達成が遠のくので、目標ありきの計画ではないですが、「周知徹底」と

「実行力」が成功のカギになるかと思います。 
＜事務局コメント＞ 
 （６）市の役割に計画の「着実に実施」と「周知」を記述しています。 
 
●計画の達成目標 
④2024年度までに各項目を達成するための工程表があるとより良いのではないか。 
＜事務局コメント＞ 
工程を計画自体に盛り込むためには、実行プランまで現時点で決める必要がありますが、本計

画ではそこまで記述していません。市の役割の中で「多様な主体とともに具体的な推進方策等を

示し、計画を着実に実施していきます」としています。 
⑤認定農業者350経営体を2024年度までに達成することが目標となっているので、途中年度の

中間目標もあるとよいのでは。 
⑥各項目の目標数値の根拠が知りたい。（例えばなぜ認定農業者350経営体を目標としているの

か、実現可能性） 
＜事務局コメント＞ 
⑤、⑥目標数値の根拠を別紙１で説明します。 

①第１章１（１）国の動向の「食料・農業・農村基本法」は1999年の制定だと思います。 
＜事務局コメント＞ 
 確認して修正しました。 
②第１章２（２）人（農家）をめぐる状況のなかで、農業の法人は、有力な担い手として期待でき

ることから、認定農業者や新規就農者数の中での法人数を掲載してもいいのではないか？ 
＜事務局コメント＞ 
 法人数を記載しました。 
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第５回第２次つくば市農業基本計画策定懇話会 議事録 
 
日時 令和２年 11 月 24 日（火） 18：00～19：20 
 
場所 つくば市役所 庁議室 
 
出席者 
＜委員＞（順不同・敬称略） 
 納口 るり子 筑波大学生命環境系国際地縁技術開発科学専攻 
 小久保 貴史 つくば市議会議員 
 髙谷 榮司  つくば市農業委員会会長 
岡本 秀男  つくば市農業協同組合代表理事組合長 

 石田 真也  農業経営士 
小辻 孝輔  青年農業士 
今村 ことよ Bee’s Kees Vinyards 
矢島 めぐみ 茨城県県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター長 
伊藤 文弥  市民委員 
川上 和浩  市民委員 
鈴木 聡   市民委員 
 
下線の委員はリモートで参加 

 
＜事務局＞ 
五十嵐市長、毛塚副市長、経済部部長、経済部次長、農業政策課長、 
農業政策課長補佐、 
農業政策係長、営農推進係長、農地係長、農業政策係職員（３名） 
（株）農業経営研究所 中川、佐藤、佐藤 
 
＜欠席者＞ 
中島 俊光  つくば市谷田部農業協同組合代表理事組合長 
吉葉 由子  女性農業士 

 
 

＜傍聴者＞ 

０名 
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第５回つくば市農業基本計画策定懇話会 委員発言要旨 

 

18：00～ 

 

 

 

 

事務局 

 

納口座長 

 

事務局 

 

納口座長 

 

 

 

 

事務局 

 

五十嵐市長 

 

 

髙谷委員 

 

 

 

 

五十嵐市長 

 

 

髙谷委員 

 

 

 

 

＜市長挨拶＞ 

2 年間の審議のお礼 

「つながり」というのをキーワードにしていて、様々な人を繋げて持続可

能な農業を実現できればと思っています。 

 

納口座長お願いします。 

 

パブリックコメントの結果について、事務局より報告をお願いします。 

 

パブリックコメントの結果の報告 

 

特に意見がなかったということで現行案のまま策定に向けて最後の作業

をしていく。 

今回は市長との意見交換ということなので、進行を事務局にお返しす

る。 

 

進行を市長にお願いしたい。 

 

全体として思っていること、言い足りない部分や今後の課題などをやり

取りさせていただければと思う。 

 

委員で参加させていただいて非常に勉強になった。 

農業委員会の立場としては、遊休農地が多く、どういう風に担い手につ

ないでいくことができるかを地味な仕事だが一つ一つ取り組んでいかなけ

ればならないと思う。 

 

マッチングはやってはいるが、伸び悩みを感じていて、マッチングさせ

ていくには、何がカギとなるか。 

 

グリーンバンクに登録されている農地がすぐに使えるように管理されて

いないと感じている。 

遊休農地を担い手に供給していくのに、どうしたらいいかと思う。 
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五十嵐市長 

 

 

 

小久保副座長 

 

 

 

 

 

五十嵐市長 

 

 

伊藤委員 

 

 

 

 

五十嵐市長 

 

 

今村委員 

 

 

 

 

 

 

 

岡本委員 

 

 

 

 

 

 

今回の計画にも「見える化」「集積・集約」と言っていますが、できる人

に頑張ってもらうということが重要になってくるかなと思う。 

農地を増やしていくには農地を借りる場合において、何がポイントか。 

 

使いやすい農地であること、いわゆる土地改良事業が行われているなど、

基盤整備などにより使いやすい環境をつくっていくということが一つ重要

ではないかと思う。 

また、水田と畑ではまた考え方も違うが、集積している地域については、

基盤整備を進めていくということは重要な課題であると思う。 

 

伊藤委員も農地広げている印象ですが、どんな形で農地を広げるアプ 

ローチするのか。 

 

近くで空いているところの地主さんに声かけたり、紹介してもらったり

している。使い勝手のいい田んぼとかは、なかなか借りられないのが現状

で、条件の良くないところの紹介が多いけれども、まず、そういうところを

借りて頑張って耕作して少しずつ信頼を得るのが重要かなと思う。 

 

初めの時にこんな苦労があったが、市にこんなことがあればよかったと

いうようなことがあれば。 

 

新規就農者にとっては畑を借りることと同時に住む場所をどうするかと

いう点も考えてほしい。自分の場合、住む場所が先に決まったから５反借り

られたという経緯がある。空き家活用にも活性化にもつながるし、新規就農

者にどこに住むのかということを市の方でサポートしてもらうのも有効か

なと。 

集落の仲間として受け入れると、放棄された農地、それを何とかしてもら

いたいという地元の信頼獲得にも繋がることもある。 

 

経営継続としての立場から、天候不順、コロナ禍もあり、米価がかなり落

ちて来年はもっと心配される。 

畑も条件が悪いところは耕作されず、県西地区の業者が借りて耕作して

いる状況である。 

耕地整理がきちんと出来ていないと、担い手に集約できないので、耕地整

理が重要だと思う。 
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五十嵐市長 

 

岡本委員 

 

 

 

五十嵐市長 

 

 

小辻委員 

 

 

 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

 

 

 

五十嵐市長 

 

石田委員 

 

 

 

 

 

五十嵐市長 

 

 

 

既存農家から次世代への農協としてどういう取り組みをしているのか。 

 

後継者が今後地域の農業を守っていくには耕地整理が絶対必要。 

家族農業が切れた時の心配を前もってやっていかないと手遅れになると

感じている。 

 

施設を引き継いで始めた経緯があるが、どういうアプローチをして引き

継げたのか。 

 

農業への関心が薄い時期から始め、手伝いをやっていた伝手で借りられ

た。繋がりができて借りられたというのは、まずやってみて、繋がりができ

て信用を作ってから広げるのがやりやすいかと思う。 

つくばみらいの甘藷も同様の流れで拡大できて、前にやっていた人から

の信用、お墨付きで借りられる、というのも大きいので農協のバックアップ

もあるとありがたい。 
 

新規で大型ハウスを建設するところから始めた。前職がみずほ勤務だっ

たので、そこでの経験、繋がり、伝手があった中で踏み切れ、空き家も地元

の伝手で見つかり住むことができた。 
近所の離農者の持っていたハウス（上物）を買い取り、使えたということ

もあった。 
３年目に黒字にすることを目標とし、その後の再投資のサイクルを想定

していた。みずほ時代に感覚を養えていた。 
 

後継者育成がどうしたらできるか伺いたい。 

 

地域との密着性、信頼が大事である。 
研修を１年やってもらい、その間に集落内の畑を探して、スムーズに就農

できるように教えている。 
新規就農者に耕作放棄地が行きわたらない感覚があるので、農協、行政等

も面で一人の就農者をバックアップすることを考えてほしい。 
 

農協による信用付与、自身のがんばり、地域密着による信用獲得等あるけ

れども、行政の枠組でもどういう支援ができるかというのは重要なテーマ

だと思う。 
また、研修元の信用などで農地紹介につながる枠組もあるといい。 



5 
 

矢島委員 

 

 

 

 

 

五十嵐市長 

 

 

鈴木委員 

 

 

 

 

 

小久保副座長 

 

 

 

五十嵐市長 

 

小久保副座長 

 

 

今村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤委員 

 

 

経営形態、販路、いろいろな点で多様性があるのがつくばの特色。 
相談所を設けて、まずこちらで話を受けて、地域へ広げるようにしてい

る。 
つくばには優秀な法人経営も多くある中で、雇用就農も多いので、その方

たちの独立をどうしたらいいか、も課題となっている。 

 

普及センターと関わりを持っているのがほとんどだが、周知が不十分だ

と感じるので、もっと告知が必要だと感じている。 

 

就農８年目で、大変なことも多く、これでは新規は増えない感じがしてい

る。ただ作付けし耕作するだけではなく、昔の農業者のような強い 
メンタルがなくても続けられる農業のありかたを模索している。 

例えば、藍染めやキャンプ、体験事業もやってみて、収益事業の多様化を

目指している。 
 

農産物として売るのはもちろん、商品としての販売を考えている。 
農産物の質もだが、ワインのように付加価値をつけ、食べ物として売るに

は、という観点で経営している。 
 

うまくいく付加価値のつけ方はどういったところで出てくるか。 

 

出口の層のニーズ把握、こんなものを作ってほしい、という需要に対して

工夫を加えている。 
 

昨日も見学者を受け入れたが、研修が不十分な人が散見される。 
夢物語だけで就農を目指さず、ワインぶどうに関しては茨城ではまだ育

成の枠組みができていない。 
未研修で始めていて、今年の収量が激減している人もあるが、研修による

経験などで防げる。 
普及センターもまだワインブドウに関しては学べる点がなく、本人によ

る周到な準備が必要。 
こういう点にやる気だけでの就農への不安を感じる。 
 

自分もふらっと来て始めたクチだが、大変だったけど５年はかかった。 
福祉事業を組み合わせてなんとか食いつないだが、５年もつか、というの

は懸念材料である。 



6 
 

伊藤委員 

 

 

石田委員 

 

 

 

 

小辻委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

川上委員 

 

 

 

 

矢島委員 

 

 

 

 

小久保副座長 

 

 

 

 

 

 

準備の目安設定は難しい。 
資産状況など様々な点を考慮すべき。 

 

見極め、はじめはまず「やめたほうがいい」というが、本人の中で決まっ

ていて（後戻りできない状況で）来るので、その辺を判断材料としている。 
妻子持ちで、その中で始めたい、という人も来るので、その覚悟を信じて

受け入れている。 
 

もちろんライフステージで変わる。 
家庭がある中では無責任に始められないし、独身ならリスクを取りやす

い。 
ワンチャンスしかない、という点、やってみて転んでもやり直せる、とい

う環境作りも必要。 
つくばみらい市で３年やっている人を知っているが、有機でまだ軌道に

乗らない中農協向けのネギを始めたなど、選択肢がある環境が大事。 
新しいものをやる場合は、出口の目処をつけてスタートすべき。 
実証実験のようなものとの連携もあってもいい。積極的に情報を取りに

行ってやってみたいと思える環境を整えてほしい。 
 

施設園芸の IOT 化は何年も前から始まっているし、施設で始めるなら不

可欠かもと感じている。 
自動化、モニタリングにより省力化につなげ、余力を品質向上に注ぐ。 
導入への後押しがあるといい。 

 

スマート農業関連への関心は大規模農家のほうが高いが、ただ誰でも通

用する技術ではないので、規模等を見ながら、特に稲作はアドバイスをして

いる。 
収量コンバインは増えてきている。 

 

農研機構と実証実験は数年前からやってきた。やってよかったのは密苗

の実験。データ化により今までの発想を超えることができ、実用化に至っ

た。 
メーカーとの連携もしている。試験結果が良かったので全面積で密苗導

入している。 
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鈴木委員 

 

石田委員 

 

 

 

 

五十嵐市長 

 

岡本委員 

 

 

 

五十嵐市長 

 

 

髙谷委員 

 

 

 

19：00 

五十嵐市長 

 

岡本委員 

 

 

 

 

 

事務局 

（垣内課長） 

 

伊藤委員 

 

 

五十嵐市長 

人の手を入れずに、勝手に野菜が育つ、という手法も出てきている。 
 

それぞれやりたいことがあるので、指示してやらせるというやり方はあ

まりしない。 
どうやりたい、というスタイルに合わせて後押ししており、そうしないと

長持ちしないと思う。 
 

どうやって農協が繋がっていくのか。 
 

新規就農相談を受けることがほとんどで、こちらからのアプローチはし

ておらず、農機具関連の相談が多い。 
また、水稲、ネギ、芝、特にネギ中心に野菜のための農機具相談が多い。 

 

農業委員会として新規就農者情報、農地紹介などと絡めて農協と連携は

できないか。 
 

親元就農も大事。子にその気があっても親がやめたほうがいい、今の機械

がだめになったらもう、と考えていることが多い。 
この方向を改めることができたらよいと思う。また、空き農地の斡旋は続

けていきたい。 
 

ほかに市に言っておきたいことがあったらどうぞ。 

 

販売につながらないと作ってもらえない。 
今年は、害虫駆除に苦労してきたが、特に豊里、茎崎は居住者との兼ね合

いもあり空中防除ができないため、カメムシの発生がひどくなった。 
今後はこうした問題もあるので地域の折り合いについても行政に協力を

お願いしたい。 
 

後で相談させてください。 

 

 

できれば、計画の進捗状況が確認できたら面白い。 
計画がどうなっているのかがとても気になる。 

 

計画で終わらせず、状況を示していきたい。 
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事務局 

（猪係長） 

 

 

毛塚副市長 

 

 

 

伊藤委員 

 

 

毛塚副市長 

 

 

納口座長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間修正はしない。 
KPI は毎年追っていける。また、アウトプットできる仕組みは検討した

い。 
 

どう進めていくかが大事。 
農業者との勉強会でも報告し、フィードバックを得る場を設け、有機的に

進めたい。 
 

地域がこうした計画、施策を知ってないと意味がない。 
地域に伝えていくことが大事である。 

 

紙、FAX での発信ばかりだが、SNS 等での、普段と違う発信方法を取り

入れていきたい。 
 

農業の諸相が見えてきた感じがする。他県での計画策定においても、つく

ば市の計画を参考にした例を知っている。つくば市が注目されている分野・

取組なので、他の自治体のモデルになっている。 
石田さんのところに学生の研究の協力をお願いした。引き受けていただ

いて感謝している。 
石田さんのところは慣行農業との違いを出しているところが良い。角内

の基盤整備の話にも有機農業をメインの軸にする話が入っている。 
非農家出身者の就農が増える中、親元就農が増えない点は気になるが、新

しい人の参入は歓迎である。 
資産の第３者継承は課題である。笠間での新規参入者への引継ぎ事例で

は当面は機械等を借りて後継する事例である。県で５例くらいしかないが、

模索する価値がある。 
農地中間管理事業は、机上の空論だと考えていたが、需要が増している

中、地域へも浸透してきている。 
作物栽培は農業の基本。 
加工分野には食品メーカーというプロがいる中、どう住み分けるのか。 
６次化はシンボリックだが、冷静に考え直す時期にある。 
勉強会で仲良くなり、つながりができる中でジョイントベンチャーが生

まれる事例がある。勉強会が発展すると、思わぬものを生み出せるかもしれ

ない。 
中食などがつながることによっても地域の活性化になる気がする。 
「つながる」ということは素敵なテーマである。 



9 
 

五十嵐市長 

 

 

 

事務局 

 

 

周辺市街地関連でもいかにつながり、経済循環につなげるかを話題にし

ていた。 
計画で終わらせないようコミットしていきたい。 

 

今回で第２次つくば市農業基本計画懇話会は最終回になる。 

以上で第５回懇話会を終了とする。 

 

 



 

第５回第２次つくば市農業基本計画策定懇話会 

 

日時：令和２年（2020 年）11 月 24 日（火）午後６時～ 

場所：つくば市役所 ５階 庁議室 

 

次    第 

 

１ 開 会 

２ 市長あいさつ 

３ 議 事 

・パブリックコメントの結果について 

４ 第２次つくば市農業基本計画について、市長との意見交換 

５ 閉 会 

 

 

【配布資料】 

 第２次つくば市農業基本計画 



0 

 

 

 

 

 
 
 
第２次 
つくば市 
農業基本計画（案） 

 

令和 2年(2020年)12月 

〔対象期間〕 
令和 2 年度（2020 年度）から 
令和 6 年度（2024 年度）まで 
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序章

計画の策定にあたって

１　策定の趣旨１　策定の趣旨

つくば市では、 2015年3月に 「つくば市農業基本計画」 を策定し、 農業施策を推進して

きました。

その結果、認定農業者や新規就農者が増加し、農業生産基盤の整備や農地中間管理事

業の活用による農地の利用集積が進んだほか、 地域ぐるみの環境保全活動の活性化、 地

元農産物活用による地産地消の促進などの成果があがりました。

一方、販売農家数や農業就業人口の減少、農業従事者の高齢化、耕作放棄地や鳥獣被

害の増加などが、 農業の現場に深刻な影響を及ぼすとともに、 新型コロナウイルス感染症

など新たな脅威による経済活動への影響も懸念されています。

また、 農業基本計画策定後の動向として2015年９月の国連総会において採択された17

の目標と169のターゲットからなる 「SDGｓ（Sustainable Development Goals ： 持続可能な

開発目標）」 の理念の下、 農業分野においても、 持続可能性を高めるための様々な取組が

世界的に進められています。

このような背景を踏まえ、 市の特性をいかした農業の方向性を明確にし、 発展させていく

ため、「第2次つくば市農業基本計画」 を策定します。

２　計画の位置づけと計画期間２　計画の位置づけと計画期間

（１）	 計画の位置づけ

本計画は、 本市独自の農業政策を計画するものであり、 2020年度からのまちづくりの指

針となる 「つくば市未来構想」 及び、 その下に市政の重点施策として位置づけられる 「戦

略プラン」 と連携し、より具現化した計画として策定します。

（２）	 計画の期間

本計画の期間は、2020年度から202４年度末までの５年間とします。

３　計画の推進３　計画の推進

本計画は、農業者や JA等の農業団体、関係機関、農産物の流通、加工、消費に関係す

る市民や企業、研究機関、大学など多様な主体の協力 ・ 連携のもと、計画の実現に向けた

取組を進めていきます。
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第１章

つくば市農業を取り巻く現状と特徴

１　国と茨城県の動向１　国と茨城県の動向

（１）	 国の動向

全国的に少子高齢化・人口減少が進み、農業・農村においても農業就業者数や農地面積

が減少し続けるなど、 生産現場は依然として厳しい状況に直面し、 今後、 経営資源や農地、

技術が継承されず、生産基盤が脆弱化することが危惧されています。

こうした状況の中、国では 「食料・農業・農村基本法（1999年７月制定）」 に基づき、「食

料 ・ 農業 ・ 農村基本計画」 を策定し、５年ごとの見直しを進めながら、各種の対策を実施し

ています。 2020年３月には新たな 「食料 ・ 農業 ・ 農村基本計画」 が策定され、「食料の安

定供給の確保」、 「農業の持続的な発展」、 「農村の振興」 などの施策を展開することとされ

ています。

（２）	 茨城県の動向

茨城県は、 全国第3位の農業産出額（2018年）を誇っており、 県民はもとより首都圏の消

費者に新鮮で安全な食料を供給するなど重要な役割を担っています。

しかし近年、 社会経済情勢が変化するなかで、 都市化に伴う宅地等への転用による農地

面積の減少や農業従事者の減少、高齢化による耕作放棄地の増加などが進行しています。

こうした流れをうけて、 県では、 2018年11月に策定された総合計画において、 農業分野

では 「強い農林水産業」 という指針が示されました。 その中で、 担い手への農地の集積 ・

集約化や、 生産基盤整備、 6次産業化やスマート農業の推進などを中心とした 「農業の成

長産業化」、 農業経営者の学びの場の提供、 企業等の農業への参入推進、 新規就農者の

受入体制の整備などの 「未来の農業のエンジンとなる担い手づくり」、 農林水産物の輸出

の促進や地産地消の推進等の 「県食材の国内外への販路拡大」 といった施策を推進する

こととされています。

２　つくば市農業の現状２　つくば市農業の現状

（１）　農業生産の状況

農林水産省の統計による2017年の本市の農業産出額は、 93億円でありその内訳は、 米

が44.1億円、 野菜が34.8億円、 果実が３.3億円、 花きが2.1億円となっています。 畜産で

は、 肉用牛が1.9億円とやや目立ちますが、 乳用牛や豚、 鶏でも農業生産が行われていま
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す。 農業産出額における米の占める割合が47.4％、 野菜の占める割合が37.4％で全体の

約85％を占めます。 また、 「その他」 にはつくば市の特産の一つである 「芝」 が含まれて

いるため多くなっています。

資料 ： 市町村別農業産出額（農林水産省）

（２）	 人（農家）をめぐる状況

市の農業全体でみると、 農家総数は減少しており、 特に販売農家は10年間に42％減少

しています。 販売農家の中でみると、 10年間で兼業農家が減少しており、 特に第２種兼業

農家については半数近くの減少となっています。 一方で専業農家については増加している

という特徴もあります。

資料 ： 農林業センサス
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基幹的農業従事者（普段仕事として、 主に自営農業に従事した世帯員数（家事や育児が

主体の主婦や学生等は含まない））については、 70歳以上が53.7％と半数以上を占め、 そ

の割合は年々増加しています。

今後、 基幹的農業従事者の高齢化が進むことで、 リタイアする農業者の増加が予想され

ます。 また、 本計画策定にあたり農業者に実施したアンケート調査（以降、 「農業者アンケ

ート」 とする）では、 70％近くの回答者が10年後には縮小もしくは廃業していると答えており、

さらなる農業の担い手の減少が危惧されます。

資料 ： 農林業センサス

資料 ： 農林業センサス

農業者が減少していく中、 担い手の中心となる認定農業者数は、 2019年度末時点で298

経営体（内法人数53経営体）であり、 年々増加してきました。 また、 認定新規就農者数も５

年間で合計30経営体の増加となっています。

認定農業者数等の推移 								        （単位 ： 経営体）

　 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年

認 定 農 業 者 数　　 217(32) 219(34) 248(40) 275(46) 298(53)

認定新規就農者数 5 6 9 3( １) ７

※認定農業者は総数、認定新規農業者数は新たに認定された数、（　）内は法人数

（単位：人）
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なお、 2015年の農業経営体数は3,035経営体、 法人経営体数は49法人でともに県内第

１位、法人経営体の割合は1.6％で県内第2位となっています。

（３）　農地をめぐる状況

農林水産省の耕地面積調査によると、 2015年の本市の耕地面積は10,800haで、 県内で

は2番目に広い面積です。 田より畑が多く、畑の面積は6,060haとなっています。

一方で販売農家の経営耕地面積は、 田が3,481ha、 畑が1,870ha、 樹園地は110haで、

いずれも減少傾向となっています。

特に、畑は総面積に比べて販売農家の経営耕作面積は1/3以下にとどまっています。

耕地面積比較（県内上位５市）	 （単位 ：ha）

　 耕地面積 田 畑

筑西市 11,400 8,530 2,880 

つくば市 10,800 4,790 6,060 

鉾田市 8,880 1,890 6,990 

稲敷市 8,830 7,680 1,150 

水戸市 6,730 4,320 2,410 

県全体 170,900 99,000 71,900 

	 資料 ： 耕地面積調査（2015年）

基幹的農業従事者（普段仕事として、 主に自営農業に従事した世帯員数（家事や育児が

主体の主婦や学生等は含まない））については、 70歳以上が53.7％と半数以上を占め、 そ

の割合は年々増加しています。

今後、 基幹的農業従事者の高齢化が進むことで、 リタイアする農業者の増加が予想され

ます。 また、 本計画策定にあたり農業者に実施したアンケート調査（以降、 「農業者アンケ

ート」 とする）では、 70％近くの回答者が10年後には縮小もしくは廃業していると答えており、

さらなる農業の担い手の減少が危惧されます。

資料 ： 農林業センサス

資料 ： 農林業センサス

農業者が減少していく中、 担い手の中心となる認定農業者数は、 2019年度末時点で298

経営体（内法人数53経営体）であり、 年々増加してきました。 また、 認定新規就農者数も５

年間で合計30経営体の増加となっています。

認定農業者数等の推移 								        （単位 ： 経営体）

　 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年

認 定 農 業 者 数　　 217(32) 219(34) 248(40) 275(46) 298(53)

認定新規就農者数 5 6 9 3( １) ７

※認定農業者は総数、認定新規農業者数は新たに認定された数、（　）内は法人数

（単位： ha）
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　　　　資料 ： 農林業センサス

2015 年の耕作放棄地は 1,398ha で、 10 年間で 10％増加し、 耕地面積に占める割合は

12.9％となっており、特に、土地持ち非農家の耕作放棄地が増加しています。

また、 農業者アンケートでは耕作放棄地の増加の原因として、 農地の条件が悪い、 高齢

化で耕作ができないといったことが挙げられました。

３　つくば市農業の特徴３　つくば市農業の特徴

（１）	 中心的な担い手となる農業者の増加

全国的に農業者の高齢化や減少が進行している中、 本市でも同様の傾向がみられる一

方で、農業の中心的な担い手として期待される、専業農家数や認定農業者、新規就農者の

増加、また、農業の大規模化が期待される農業の法人数が多いという特徴があります。

（２）	 広い農地での多様な農産物の生産

本市は、 県内2番目となる10,800haの広い農地資源を有しています。 その広い農地では、

温和な気候と肥沃な土壌の恵みを受け、 米や野菜を中心に、 果実、 花き、 芝、 畜産物など

多様な農産物が生産されています。 米については、 商標登録等によるブランド化が進めら

れており、野菜についても、ねぎが県の青果物銘柄産地指定を受けています。

また、 果実については、 ブルーベリーを中心に、 くり、 なし、 ブドウ、 など様々な作目が栽

培されています。

さらに、 本市の特産品である米やブルーベリーを使った菓子などの加工品をはじめとした

農産物の６次産業化も進み、好評を得ています。

（３）	 地域ごとに異なる農産物の生産

市の北部に位置する筑波地区では、 米を主とした土地利用型農業が盛んです。 また、 西

部の豊里地区や大穂地区は、本市の特産作物の一つである芝の生産が盛んです。

さらに、東部の桜地区、南部の谷田部地区、茎崎地区では、ねぎなどの露地野菜の生産

を中心とした農業が展開されています。

耕作放棄地の推移　	 （単位 ：ha）

　 2005 年 2010 年 2015 年

耕作放棄地面積 1,266 1,322 1,398

販売農家 536 395 402

自給的農家 237 298 299

土地持ち非農家 493 629 697

	 資料 ： 農林業センサス
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（４）	 近接する生産地と消費地

本市では、 豊富な農産物が生産される一方で、 研究学園地区の開発やつくばエクスプレ

ス沿線地区の開発によって都市化が進み、多くの新しい住民が居住するまちでもあり、農産

物の生産地と消費地が共存する特徴ある地域となっています。

（５）	 国内有数の研究機関の集積

研究学園都市として知られる本市には、 国立研究開発法人農業 ・ 食品産業技術総合研

究機構（農研機構）をはじめ多くの研究機関や大学等があり、農業分野においても知の集積

が進んでいます。 　

今後は、研究成果が社会に還元されていくことが期待されています。

４　これまでの施策の評価と課題４　これまでの施策の評価と課題

（１）	 つくば市農業基本計画（第１次）の施策の成果

2015 年に策定した 「つくば市農業基本計画」 において “「つくば」 らしい魅力ある豊か

な農業” のスローガンのもと、 ① 「ひと」 の育成 ・ 確保、 ② 「農地」 の保全、 ③ 「地域」

の活性化、 ④ 「新技術」 の導入を計画の柱として、 12の基本施策と55の具体的施策を進

めてきました。

その結果、 計画当初の目標を 「達成」 したものは7、 「順調」 に推移しているものが17、

これらを合わせると 24 となり、 進捗率としては 24/55、 43％となります。 一方 「遅れ」 や

「未着手」 が31と、 第1次計画の進捗状況としては、 順調とはいえない数値です。 （評価の

内容については、巻末資料を参照ください。）

（２）	 「ひと」 の育成・確保の評価と課題

これからの本市農業の担い手となる認定農業者や新規就農者、農業法人が増加しました。

一方では高齢化によりリタイアする農業者が増えています。

農業者アンケートでは、 推進すべき本市の農業振興施策について、 「意欲ある農業者の

確保 ・ 育成」 と回答した農業者が半数以上でした。 また、意欲ある担い手の確保 ・ 育成に

施策数 達成 順調 遅れ 未着手

① 「ひと」 の育成 ・ 確保 20 　2 3 13 　2

② 「農地」 の保全 11 　4 3 2 　2

③ 「地域」 の活性化 17 　1 10 6 　0

④ 「新技術」 の導入 　7 　0 　１ 3 　3

計 55 　7 17 24 　7
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必要なこととして一番多い意見は、「後継者以外の者が就農しやすい環境の整備」 でした。

このような現状において、 更なる担い手の確保と、 担い手である農業者の育成は引き続

き大きな課題であるといえます。 また、 リタイアする農業者の農業機械や栽培技術等の有

形・無形の財産の次世代への効率的な引継ぎが新たな課題となってきました。

（３）	 「農地」 の保全の評価と課題

農地中間管理事業の活用や人 ・ 農地プランの推進、 さらに、 市の独自事業であるグリー

ンバンク制度の活用により農地集積面積が増加しました。

一方で本市では1､398haの耕作放棄地があり、 年々増加している状況です。 その理由と

しては、 農業従事者が高齢化し、 離農や規模縮小をしている状況があること、 また、 借り手

が見つからないことが影響しており、 意欲ある担い手や新規就農者等への効率的な農地の

集積が課題となります。

また、 農地の保全についての新たな課題として鳥獣被害への対策があります。 これは、

農業経営を圧迫させる要因の一つとなりうるため、 農地の適切な保全の推進や防護柵の設

置による鳥獣の農地への侵入防止の対策を早急に講じる必要があります。

（４）	 「地域」 の活性化の評価と課題

本市農業の特徴をいかしながら、 農産物直売所の PRを進めてきたほか、 学校給食にお

ける市産農産物の提供を増加させるなど地産地消の取組が進展しました。 　

また、 新たな特産品化を目指した取組として、 国から 「つくばワイン ・ フルーツ酒特区」

の認定を受け、ワイン用ブドウの生産及びワインの醸造・販売が開始しました。 さらに 「農」

と消費者のふれあい促進においても、 農業体験イベントや農産物のオーナー制、 農業サポ

ーター制度等様々な交流事業を推進しています。

一方で、 本計画策定にあたり実施した市民へのアンケート調査では地産地消の推進に向

けた本市の取組として 「具体的な取組例も知っている」 という回答は18.6％でした。 このこ

とから、地産地消についての情報発信が不足している。 という課題が伺えます。

また、 環境に配慮した農業の推進に関しては、 負荷を軽減し自然の生態系に調和する持

続性の高い生産方式への取組を推進し、 茨城県からエコファーマーとして認定を受けた農

業者が増加しました。

しかし、 急速に都市化が進む本市においては、 増加傾向にある野焼きや農薬の散布等

の相談に対応するため、 農業者の市民への配慮と市民の農業者への理解を促進していくこ

とが今後さらに重要となります。

（５）	 「新技術」 の導入の評価と課題

先端技術の実証実験が行われていますが、 本格的な普及には至っていません。 全国的

に農業者が減少傾向にある中で、 地域農業を持続 ・ 発展させるためには、 これまで以上に

省力化やコストの削減が必要になってきます。 また、 農業者アンケートでも、 「規模拡大」
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や 「現状維持」 を希望する農業者から 「作業の効率化 ・ 機械化」 や 「生産コストの低減」

の取組への支援が要望されており、 農作業の負担を軽減させる技術開発や導入の促進が

必要となっています。
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第２章

つくば市農業の考え方

１　目指すべき方向１　目指すべき方向

本市は、 肥沃で平坦な広い農地が広がり、 温暖な気候に恵まれているなど、 日本でも有

数の農業環境が整っている地域であり、 多様な農業の担い手により米や野菜、 果実、 芝、

畜産を中心に豊かな農産物が生産されています。 私たちはこうした身近にある自然の恩恵

をうけ、安全 ・ 安心な旬の農産物を手に入れやすい環境にあります。 一方で前述したとおり、

農業者の高齢化や減少、耕作放棄地の増加など多くの課題も存在します。

そこで、本市農業の目指すべき姿を、

『多様な力がつながり実現する持続可能な農業』とし、

農業を継承してきた人と新たに農業に取り組む人がつながり、 大きな農業と小さな農業

がつながり、 情報や新技術を生み出す人と利用する人がつながる。 生産する環境と生活す

る環境がつながり、 農業者と市民がつながる。 その多様な人材が集い、 豊かな資源を持つ、

本市と本市農業の特徴をいかしながら、持続可能な農業を実現していきます。  

２　基本方針２　基本方針

『多様な力がつながり実現する持続可能な農業』 の実現にむけて農業政策の ４ つの基

本方針を定めます。

（１）ひとの確保・育成

（２）農地や環境の保全・有効活用

（３）特徴ある地域農業の確立

（４）スマート農業の推進

（１）	 ひとの確保・育成

農業は、 大規模な農業法人をはじめ、 効率的な個人経営や家族経営など多様な形態の

農業者によって支えられています。

市は、 これらの多様な農業者の経営のあり方に寄り添い、 それぞれに必要な支援をして

いきます。 そのために、 生産管理はもとより、 加工や販売管理、 経理、 営業など必要な業



11

 

第
２
章　

つ
く
ば
市
農
業
の
考
え
方

務を適切に実施できるように研修・教育等により幅広い知識・技術を習得する機会が得られ

るよう支援します。

また、 新たな担い手となる新規就農者を呼び込むためには、 農業が魅力ある職業として

選択される必要があり、 それには地域のモデルとなる農業者の存在やつながりが重要です。

魅力的な農業を実現している農業者の紹介や交流の機会を設けることで、 本市で就農した

いという意欲を喚起していきます。

さらに、農業者同士や農業者とリタイアした又はリタイアを予定している農業者とのつなが

りなど様々なネットワークを構築し、安定した農業経営の確立を支援していきます。

（２）	 農地や環境の保全・有効活用

農地は、 農業の最も基礎的な資源であり、 食料の安定供給の基盤となるものですが、 本

市農地の約13％にあたる1,398haの耕作放棄地があり、農地資源を十分にはいかし切れて

いないのが現状です。 一方で規模拡大をめざす農業者や農地取得を目指す新規就農希望

者の農地需要もあり、農地の集積や利活用を促進するために、農地に関する情報等を集約

して農地を担い手につなぐ仕組みづくりを行います。

また、 農地は、 自然環境の保全、 災害の防止など多様な役割を有しています。 農業生産

基盤の整備や適切な維持管理、 環境保全活動を推進することで、 農地がこれらの役割を持

続的に果たしていけるよう努めます。

さらに、自然の生態系と調和した生産方式を普及させるなど、環境にやさしい農業の推進

も農業を持続可能なものにするために重要な取組となります。

（３）	 特徴ある地域農業の確立

本市では、 多様で豊富な農産物が生産されており、 それらが入手しやすい恵まれた環境

にあります。 新鮮な市産農産物を、 自然を感じながら味わえることの喜びや楽しさを伝える

取組を多方面から推進し、 市民と農業者がつながり、 本市農業を地域全体で育んでいくこと

を目指します。

そのために、 地域で生産されたものを地域で消費する 「地産地消」 の取組や収穫体験、

農産物のオーナー制など各種農業体験により、 子どもから大人まで、 あらゆる世代がつくば

の農業や農業者とふれあい、 「農育」 や 「食育」 につながるような環境づくりを推進します。

また、 豊富な市産農産物の高付加価値化の取組を推進して、 持続可能な特徴ある地域農

業を確立していきます。

（４）	 スマート農業の推進

本市には、国内最大の研究学園都市として多くの研究機関や教育機関、企業等が存在し、

知識と人材が集積しています。

市は、 関係機関と連携して、 開発された新技術と農業をつなぎ、 農業者の抱える課題の

解決に資するスマート農業の実証実験や導入の取組を支援していきます。
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３　施策の体系３　施策の体系

前述の４つの基本方針に基づき、 『多様な力がつながり実現する持続可能な農業』 の実

現のため、体系的に施策を実施していきます。

１　ひとの育成・確保 1-1 多様な農業者の確保 ・ 育成

4-1 スマート農業の推進

２　農地や環境の保全・有効活用

2-1 担い手への農地の集約化

2-2 農地の保全 ・ 有効活用

2-3 環境に配慮した農業の推進

3-1 地産地消の推進

3-2 農産物の高付加価値化

3-3 市民が積極的に関わる農業の推進

３　特徴ある地域農業の確立

４　スマート農業の推進

基本方針

多
様
な
力
が
つ
な
が
り
実
現
す
る
持
続
可
能
な
農
業

基本施策
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４　施策の展開４　施策の展開

前述してきた基本方針や体系に沿った、具体的施策を次の通り定めます。

基本方針（１）　ひとの確保・育成

基本施策 具体的施策

1-1 多様な農業者の確保 ・ 育成

1-1-1　意欲ある農業者の積極的支援

1-1-2　新規就農者の確保 ・ 育成

1-1-3　多様な担い手の確保

1-1-4　販路開拓に取り組む農業者の支援

基本方針（２）　農地や環境の保全・有効活用

基本施策 具体的施策

2-1 担い手への農地集約化
2-1-1　農地情報の見える化

2-1-2　農地の集約 ・ 集積

2-2 農地の保全 ・ 有効活用

2-2-1　農地の保全 ・ 活用

2-2-2　鳥獣による農作物への被害防止対策

2-2-3　森林の保全

2- ３ 環境に配慮した農業の推進

2-3-1　環境に配慮した農業の推進

2-3-2　有機農業の推進

2-3-3　資源循環型農業の推進

基本方針（３）　特徴ある地域農業の確立

基本施策 具体的施策

3-1 地産地消の推進
3-1-1　地産地消事業の実施

3-1-2　学校給食での市産農産物の活用促進

3-2 農産物の高付加価値化

3-2-1　つくばの農業に関する特徴 ・ 魅力の発信

3-2-2　特産品の生産振興

3-2-3　６次産業化の推進

3-2-4　つくばワイン ・ フルーツ酒特区の推進

3-3 市民が積極的に関わる農業の推進 3-3-1　市民が積極的に関わる農業の推進

基本方針（４）　スマート農業の推進

基本施策 具体的施策

4-1 スマート農業の推進
４-1-1　先端技術の導入促進

４-1-2　農業スタートアップの支援
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第３章

基本施策と具体的施策

基本方針１	 ひとの確保・育成基本方針１	 ひとの確保・育成

農業に意欲的に取り組み本市農業を支える担い手の確保・育成に取り組んでいきます。

基本施策１-１	 多様な農業者の確保・育成基本施策１-１	 多様な農業者の確保・育成

具体的施策 1-1-1	 意欲ある農業者の積極的支援

【施策の概要】

（１）	 農業者ネットワークの構築

認定農業者と新規就農者、 新規就農希望者と既存農業者、 後継

者同士等の様々な農業者のネットワークづくりを行い、 情報交換や営

農スキルの向上、課題が相談できる環境を整えていきます。

（２）	 農業機械等のマッチングシステムの構築

高額な農業機械やハウスなどの施設や設備が確保できないといっ

た新規就農者等の要望に対応するため、JA等と連携し、農業機械等

のマッチングシステムの構築を進めていきます。

（３）	 認定農業者の支援

安定した農業経営の継続や規模拡大等に取り組む認定農業者の

更新や新たな認定農業者の育成を図るために、 認定を受けることで

得られる融資や国が行う制度のメリットを周知するとともに、 経営改

善計画の作成等を支援していきます。

（４）	 子育て期の農業者や家族経営農家の支援

子育て期の農業者が労働力を確保できる仕組みづくりなど働きや

すい環境づくりに努めていきます。 また、 家族経営農家において、 経

営にたずさわる世帯員が、 家族間の十分な話し合いに基づき、 意欲

とやり甲斐を持って経営に参画できる魅力的な農業が確立できるよう

支援していきます。

（５）	 ＧＡＰ認証に取り組む農業者の支援

農業生産の安定化のために、 GAP（Good Agricultural Practices ：

農業生産工程管理）認証取得に取り組む農業者や団体には、 県や関
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係団体等と連携し、その取組を支援していきます。

具体的施策 1-1-2	 新規就農者の確保 ・ 育成

【施策の概要】

（１）	 新規就農者の確保

ライフスタイルも含めた多様で魅力的な本市の農業の姿や就農に

関する情報のウェブサイト等による発信や農業者との交流を推進して

いきます。 それにより、本市での就農イメージを持てるように働きかけ、

市内外から新規就農者を確保していきます。

また、 県や JA等の関係機関と連携し、 就農に必要な情報の整理

や研修先の紹介など就農支援の強化や国の 「農業次世代人材投資

資金」 や、 「つくば市新規就農者経営支援補助金」 の活用促進によ

る支援をしていきます。

（２）	 新規就農者の育成

新規就農者が農業経営に関する課題を自ら見つけ出し、 解決でき

る人材になるための講座の提供などにより、 新規就農者の育成の環

境整備を進めていきます。

また、 「農業次世代人材投資資金」 等の受給が終了した農業者に

対して、 認定農業者への移行を促し、 農業経営を持続していけるよう

にフォローアップしていきます。

（３）	 新規就農者への農業経営の継承

農地や機械、農業技術といった有形・無形の資産を、離農を検討し

ている農業者から次世代の担い手につなげる仕組みを構築し、 農業

経営の継承を推進していきます。

具体的施策 1-1-3	 多様な担い手の確保

【施策の概要】

（１）	 シニア就農の推進

会社を退職した人などのシニア世代を対象とした就農促進セミナー

等の取組を推進していきます。

（２）	 農福連携の推進支援

農業者による福祉施設への農作業委託や障がい者の直接雇用等

を促進するため、 関係機関と連携して、 事例や取組方の情報提供や

福祉施設とのマッチング等を行い、 農福連携の取組を支援していきま

す。
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（３）	 農業インターンシップの促進

就農や研修を目的として、 学生や社会人等に向けて、 農業を知っ

てもらうために、 農業法人などで就農を体験してもらう 「農業インター

ンシップ」 を促進していきます。

具体的施策 1-1-4	 販路開拓に取り組む農業者の支援

【施策の概要】

（１）	 販路の多角化への支援

EC サイトや直販スマートフォン用アプリの活用、 飲食店等への直

接契約などに関する、 新たな販路開拓のための研修や、 既に取り入

れている農業者との交流などの機会を設けて、 販路の多角化に取り

組む農業者を支援していきます。

（２）	 輸出を目指す農業者の支援

農産物の輸出を目指す農業者同士の交流促進や意見聴取を行う

とともに、国 ・ 県の動向を注視し、日本貿易振興機構（ジェトロ）などと

連携・協力して輸出の取組を支援していきます。

基本方針２	 農地や環境の保全・有効活用基本方針２	 農地や環境の保全・有効活用

地域資源である農地とその環境を次世代に引き継ぐための保全・活用に努めていきます。

基本施策２-１　担い手への農地集約化基本施策２-１　担い手への農地集約化

具体的施策 2-1-1	 農地情報の見える化

【施策の概要】

地域でのヒアリングやアンケート調査を通じて、 地域における農地

の状況や貸し出し可能な農地に関する情報の洗い出しを行い、 農地

集約化支援システム等の活用により見える化することで、 農地の集

約を促進する環境を整えていきます。

具体的施策 2-1-2	 農地の集積 ・ 集約化

【施策の概要】

農地利用最適化推進委員と連携し、 土地持ち非農家や新規就農

者を含めた、地域ぐるみの人・農地プランの話し合いを行います。

また、農地中間管理事業やグリーンバンク等の農地集積、マッチン

グの制度を積極的に利用しながら、 地域における農地の担い手への

集積、集約化を進めていきます。
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基本施策２-２　農地の保全・有効活用基本施策２-２　農地の保全・有効活用

具体的施策 2-2-1	 地の保全 ・ 活用

【施策の概要】

（１）	 農業生産基盤の整備による優良農地の保全

圃場や農道等の整備について、 地域毎に関係者の合意形成を図

り、 農地の集約化、 大区画化することで農業生産基盤の整備を進め

ていきます。 また、 「つくば農業振興地域整備計画」 に基づき、 無秩

序な開発行為を抑止し、農業の基盤となる農地を保全していきます。

　　　 

（２）	 地域ぐるみの環境保全活動の推進

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、農

道や水路の草刈りなどの保全活動や、 植栽による景観形成活動な

どの地域の共同活動を継続的に支援していきます。

（３）	 農業複合施設の整備促進

農地を有効に活用し、 農業や観光の振興により地域を活性化する

ため、 民間企業等の協力を得ながら、 市農業のＰＲ、 市産農産物を

使ったレストラン、 農産物の販売、 収穫や加工体験等ができる食と農

に関する農業複合施設の整備等を促進していきます。

具体的施策 2-2-2	 鳥獣による農作物への被害防止対策

【施策の概要】

「つくば市鳥獣被害防止計画」 に基づき、 つくば市鳥獣被害防止

対策協議会が中心となって、 国や県の補助事業の活用等により、 有

害鳥獣の捕獲や狩猟免許取得の促進等による個体数の適切な管理

を行います。 また、 防護柵の設置や緩衝帯の整備等による、 農作物

への被害防止対策を進めていきます。

さらに、 JA等地域の多様な主体の、 被害対策への参画を促進し、

捕獲の効果を高めるような方法について関係団体等と協議 ・ 連携す

るなど、関係者が一体となった取組を推進していきます。

具体的施策 2-2-3	 森林の保全

【施策の概要】

森林は、 水源涵養や土壌保全をはじめ、 豪雨や地震などによる山

地災害の防止 ・ 低減及び、 生物の多様性の保全や地球温暖化防止

等に資する重要な役割を担います。 森林がそういった役割を十分に
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発揮できるように、 森林環境譲与税の活用により適切な保全を実施

するとともに、民有林については管理に関する啓発を進めていきます。

基本施策２-３　環境に配慮した農業の推進基本施策２-３　環境に配慮した農業の推進

具体的施策 2-3-1	 環境に配慮した農業の推進

【施策の概要】

（１）	 住環境に配慮した農業の推進

本市において近接している都市と農地の機能を共存させるため、

近隣市民への影響を配慮し、葉刈り芝の堆肥化や回収、農薬や除草

剤の飛散防止等のための適正使用の啓発を実施することで、 住環境

に配慮した農業を推進していきます。

（２）	 自然環境に優しい農業の推進

農業分野における廃プラスチックの回収・適正処理・排出量削減な

どプラスチックごみの問題に対して、 生分解性マルチの導入、 トンネ

ルビニールの再利用等の促進により解決に取り組むなど、 自然環境

に優しい農業を推進していきます。

具体的施策 2-3-2	 有機農業等の推進

【施策の概要】

化学合成農薬と化学肥料を削減して栽培する 「茨城県特別栽培

農産物認証制度」 （エコファーマー制度） や有機 JAS 認証制度を推

奨するとともに、 有機農業や環境保全型農業に意欲的に取り組む農

業者に対し、販路の確保 ・ 拡大の支援や市民等に対する適切な情報

の発信等を実施していきます。

具体的施策 2-3-3	 資源循環型農業の推進

【施策の概要】

環境に配慮した農業を推進するうえで土づくりが不可欠となること

から、 米や野菜等を生産している農家へ畜産農家から堆肥を供給す

る等の耕畜連携を推奨するとともに、 食品残渣や作物残渣、 落ち葉

等を含めた有機質資源を活用した堆肥づくりについて、 調査、 研究を

進めていきます。
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基本方針３	 特徴ある地域農業の確立基本方針３	 特徴ある地域農業の確立

市産の多様な農産物の地域内での消費拡大や高付加価値化、 更に農業者と市民が一

体となり農業を推進することで、本市ならではの特徴ある地域農業を確立していきます。

基本施策３-１　地産地消の推進 基本施策３-１　地産地消の推進 

具体的施策 3-1-1	 地産地消事業の実施

【施策の概要】

市産農産物の多様性や安全性、 美味しさなどを市民等に理解して

もらい、 地域内での消費拡大を図る地産地消の取組を推進していき

ます。 そのために、 農産物フェアやイベント等での農業者による直売

活動の機会の創出や市産農産物を活用している飲食店を紹介する

地産地消レストラン事業などを積極的に実施していきます。

具体的施策 3-1-2	 学校給食での市産農産物の活用促進

【施策の概要】

「つくば市学校給食における地産地消推進ガイドライン」 に基づき、

学校給食センターやＪＡ等の関係団体と連携して、 地場産物を安定的

に学校給食に供給できる体制づくりや生産者による食育授業等の実

施により、市産農産物の積極的活用を推進していきます。

基本施策３-２　農産物の高付加価値化 基本施策３-２　農産物の高付加価値化 

具体的施策 3-2-1	 つくばの農業に関する特徴 ・ 魅力の発信

【施策の概要】

本市では豊富な種類の農産物や多様な農業のあり方を背景に、 こ

れまで本市の農業の特徴・魅力について発信することに苦戦してきま

した。 まずは、 市内での生産地と市民が増加している消費地の近さ

をいかし、 市民や事業者を主なターゲットとして本市農業に関する理

解の浸透を図っていきます。 その際、 多様性、 持続可能性、 地産地

消、 農業者による新たなチャレンジといった、 本市の特徴が表れる切

り口での発信を重点的に行い、 本市農業を市民や事業者もみんなで

応援する地域を目指します。
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具体的施策 3-2-2	 特産品の生産振興

【施策の概要】

本市を代表する米、 ねぎ、 ブルーベリー、 芝等の特産品について、

農業者や JA等の関係者とともに、 栽培や品質の管理を徹底する等

の生産力を高める取組を推進するとともに、 その魅力を広く PRする

ことで、特産品の認知度を向上させていきます。

具体的施策 3-2-3	 6 次産業化の推進

【施策の概要】

「つくば市 ６ 次産業化推進戦略」 に基づき、 本市を代表する優れ

た産品として市が認定する 「つくばコレクション」 となるような農産加

工品の開発や安定的な販路の確保に向けた取組を積極的に支援し

ていきます。

具体的施策 3-2-4	 つくばワイン ・ フルーツ酒特区の推進

【施策の概要】

2017年12月に国から認定を受けた 「つくばワイン ・ フルーツ酒特

区」 を活用し、 新たな担い手を確保し、 ワイン産業を確立させます。

そのために、果樹栽培や加工・販売施設の整備促進等の生産に関す

る支援、 さらに地域の産業や観光の活性化につながるような施策の

展開を計画的に進めていきます。

基本施策３-３　市民が積極的に関わる農業の推進基本施策３-３　市民が積極的に関わる農業の推進

具体的施策 3-3-1	 市民が積極的に関わる農業の推進

【施策の概要】

生産地と消費地が共存する本市において、幅広い世代の市民に対

して、生産から加工 ・ 消費までの一連の作業を体験できる農業イベン

トや出前講座など農業との多様なつながりを、 既存の取組者と連携し

ながら創出していきます。 また、ＳＮＳ等により情報発信する農育・食

育を推進することにより市民が本市農業に関心を持ち、 理解を深め、

暮らしの中で市産農産物の生産、 消費に積極的に関わることができ

るよう取り組んでいきます。
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基本方針４	 スマート農業の推進基本方針４	 スマート農業の推進

先端技術を活用した生産性の高いスマート農業を推進していきます。

基本施策４-１　スマート農業の推進基本施策４-１　スマート農業の推進

具体的施策 4-1-1	 先端技術等の導入促進

【施策の概要】

関係機関等と連携を確立しながら、 農業者それぞれのニーズや課

題に対応する手段として、ロボット・ＡＩ・IoT等の先端技術や省力化技

術について、 研修機会の創出や情報提供、 農業者と関係機関の交

流の促進等を実施し、導入を推進していきます。

具体的施策 4-1-2	 農業スタートアップの支援

【施策の概要】

農業者と連携し、 先端技術の開発 ・ 普及に取り組む企業が活躍で

きる環境整備や、 農業ビジネスを起業する者への情報提供などの、

多様な支援をしていきます。
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第４章

計画の推進

１　各主体の役割１　各主体の役割

本計画に基づく各種施策を展開し、 『多様な力がつながり実現する持続可能な農業 』 を

実現するためには、 市をはじめ、 国や県の行政機関、 農業者や JA等の農業関係団体、 さ

らに、 多くの市民や事業者、 研究機関や大学など、 さまざまな主体が計画の趣旨や内容を

理解し、協力・連携しながら計画推進に関わっていく必要があります。

そのため、 農業者や農業関係団体、 事業者、 研究機関等、 市民及び市行政の基本的役

割を次のように設定します。

（１）	 農業者・農地所有者の役割

安全 ・ 安心な農産物を持続的に生産 ・ 供給する基本的な役割を担います。 また、経営の

安定した魅力ある農業を実現するとともに、 市民が本市農業の魅力の理解を深める機会を

提供します。 さらに、農地や農地を取り巻く環境が市の貴重な財産であり、次の世代につな

げる必要があることを認識し、市民や行政、農業関係団体等と協力・連携しながら積極的な

農地の集積・集約化及び有効利用に努めます。

（２）	 農業関係団体の役割

JA等の農業団体は、農業者の農業経営を総合的に支援し、農業者や関係機関、市民等

と連携しながら、本計画の実現に主体的に取り組むとともに、市の事業に積極的に参加・協

力する役割を担います。

（３）	 事業者の役割

食料品の加工、流通又は販売に関わる事業者は、市産農産物を積極的に取り扱うよう努

め、本市が推進する地産地消、安全・安心な食の提供に貢献する役割や、６次産業化の推

進に向けた農業者との連携・協力する役割を担います。

また、 先端技術の開発に関わる事業者は、 研究機関等とも連携して、 スマート農業の推

進に寄与し、生産性の向上や作物の品質向上などに取り組む役割を担います。

（４）	 研究機関や大学の役割

研究機関や大学は、 農業生産における新たな技術開発や普及促進に努めるとともに、 農

業者や関係機関、事業者等と連携し、本市農業の持続的発展に協力する役割を担います。
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（５）	 市民の役割

市民は、 市産農産物を積極的に消費し、 地産地消を支えるとともに、 農業体験や保全活

動など農業者等との交流を通じ、 国土保全や水源涵養など農業が持つ多面的機能に対す

る理解を自ら深めるなど様々な形で、 本市農業と農業を取り巻く環境の維持に寄与すること

を暮らしの中で実践する役割を担います。

（６）	 市の役割

市は本計画の趣旨や内容に沿った施策の展開及び支援について、 多様な主体とともに

具体的な推進方策等を示し、 計画を着実に実施していきます。 また、 各種媒体を活用して、

本計画の内容をはじめとする各種農業に関する情報について広く関係者に周知する役割を

担います。

２　計画の推進体制２　計画の推進体制

本計画の推進にあたっては、各主体がそれぞれの役割を果たすとともに、連携・協力しな

がら推進していきます。 また、市として施策ごとに政策部門や財政部門、商工・観光振興部

門など関係各部課との連携強化を図り計画を推進しやすい体制を整えます。

農業者

研究機関
・

大学
市 民

農業関係団体

行 政

事業者

多様な力がつながり
実現する

持続可能な農業の推進
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